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フィンランドの対ソ関係1940-1941年

一一一「継続戦争J言ij史に関する覚書一一一

il 頼 1~ 

繕 言

「ヒトラーがソ連攻撃を開始 Lj;こ時，フィンラ γ ド領内には移動通過中のドイツ軍隊が害

在したのこのゆえにソ連はフィンランドにたいして軍事行動を開始したのヒトラーは東方

作戦開始にあたりラジオ演説を行ない，そのなかで， ドイツ人がフィンランド人とF同Eむ
して， ~ヒ氷洋沿岸に立っていると述べた。これを ttt界では，フ f ンランドが故意にドイツ

とIJlj盟を結ぶにいたったものと解釈した。このようにしてフィンランドは，その室、に反し

ふたたび戦争に突入することとなったのである Jl)。第2次大戦の初期， 1939年 11月30日

から 1940年 3月 13Bにかけてソ連と「冬戦争J(Talvisota)を戦わねばならなかったフ

ィンランドは， 15ヵ月後の 1941年 6月26B，ふたたびソ連と「継続戦争J(Jatkosota) 

を戦うこととなったのであるが，ここに引用した一文は，この後者の方の開戦経過につい

てのフ fンランドのー歴史教科書の叙述で、ある。 1971年 5月8日付のフィンランドの中

之紙『へノレシンギン・サノマヅトJlu)報ずるところによれば， フィンランドの再会におい

ご|人民民主同盟J(SKDL)所属の一議員がこの叙述を|一歴史の勝手な解釈j として問題

とし，文相が改訂の必要を認めた， とのことである C これは， r継続戦争j の開始という，
小詰執筆より 30年以前の事件の解釈が、現在なお，フィンランドの政治的イッシューと

L 、かに深くかかわっているかを，あらためて筆者に認識させたのであった。

IIIJ l'昌の教科書の叙述は. r継続戦争J勃発の経過を，当時のフィンランド人一般の目に
11央じた現象的事実に即して辿ったものといえるであろうが.このひとつながりの現象的事

実の背後にある経過を~ '/J刈こ解釈するか，の問題は，ナチ・ドイツの対ソ戦争へのフィン

ランドの参加意思の有無を焦点として，第2次大戦後のフィンランドの論壇，また内外の

腔史研究者の間で論じられてきたのであった。その結果，以下の「研究史jの部分で見る

ように，事実関係についてi主かなり解明が進んできたといえるであろう O かねて筆者は，

これら欧米学界の研究成果を消化して f継続戦争J前史を再構成するとともに，嘗て行な

った「冬戦争」前史としてのフ f ンランドの対ソ関係史研究2)の延長線上におし、て「継続

戦争jにいたるフィンランド外交の論理を明らかにすることを企ててきた。しかし，史料

の蒐集がなお基本的に不充分であることと，筆者の研究が進んでいないために，後Eの研

究のど素材としての粗主主なノートにとどまることを付記しておかなければならない。

小稿の構成としては，第 1~:1 章において，主ず， r冬戦争」の終結から「継続戦争j

1) フィンランドの壁史教科書 Vuosisudat vierivat C数世紀のうつりかわり〕の一節。ただしフィ γ ラ
ンドの新開 HelsinginSa脱腕at，8-5-1971よりの再引出。

2)小著 f東・北歌外交史序説ーソ連=フィンランド関係の研究--Jl (東京:福村出版.1970)。
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百瀬宏

の勃発にいたるまでのフィンランドの対ソ関係を主軸に，同国をめぐる国際環境とそれに

たいするフィンランド側の対応を概観した。その場合，フィンランドの内政と外交の関係

は，一般的な意味においてばかりでなく，対ソ戦争への参加と内政上の右傾化の平行現象

が従来漠然と指摘されている点からも，検討されるべき重要な問題であるが，小稿では行

きずり的にしか観察しえなかった。ところで， r継続戦争」にいたる時期のフィンランド
政府の対ソ政策の論理を明らかにするためには，その批判ないし反対勢力の論理を対置さ

せることが有効であろう。この呂的で，本稿においては，第4章において，まず政府内部

の批判勢力としての駐ソ公使パーシキヴィ JuhoK. Paasikiviの言動を，第5章において

は，政府の外に身をおいた立場からの批判・反対運動として，社会民主党左派の『自出の

言葉』グループおよび『ソ連・フィンランド友好協会~ (以下， SNSと略称〉の動向をと

りあげて検討した。その理由は，第1に，この時期の外交批判勢力としては社会主義者の

運動が顕著であったからであり，第2には，かれらにとり， r社会主義菌家j としてのソ
速をいかに昆るか，としづ重要t.f..問題が提起されていたからである O

卦ここで行論に先立ち，本テーマ関需の公文書史料につき触れておくなら，この時期に関しては，フ

ィγラシド・ソ連ともにその対外政策関係のアルヒープは関されたままで島り，また，刊行された外交

文書集としてはフィンランド政府刊有の『青白書JI(Finland Reveals Her Secret Documents on Soviet 

Policy， March 1940-June 1941 The Attitude 01 the USSR to Finland 6l，βer the Pe6Ce 01 
Moscow， with a preface by Hjalmar J. Procope， Minister of Finland to the United States. New 

York : Wilfred Funk， 1941.以下，引用に当つては.The Blue-Wltite Bookと略称する〉が唯一のも

のである。ただ，フィンラゾドの戦争責任裁判法廷〈後述)t，こ，被告となった!日政治指導者の関謀文書

や証言が提出され，その記録 (Sotasyyllis-oikeudenpoytakirjat略号SSO)はフィンランド政府ゎ許可

を得て披見できることとなっているが，小稿む筆者は，まだその機会を得ていない。以上のほかに，当

時のフィシラ γ ドの対ソ関係に外側から顛拐を与える公文書としては，第三富のそれがある。 ドイツの

外交・軍事関採の公開アルヒープは，それらの中でももっとも重要な意味をもつが，筆者はこれを科思

しておらず，わずかに公刊ドイツ外交文書集む該当巻 (Documentson Germ似 ForeignPolicy 1918-

1945， Series D (1937-1945). Washington， D.C.: U.S. Government Printing 0伍ce.のうち， IX， 

The War Years， March 19-June 22， 1940 (1956) ; X， The fVar Years， June 23-August 31， 

1940 (1957) ; XI， The War Years， Seρtember 1， 1940-]anu<<ry 31， 1941 (1960) ; XII， The 

War Years， February 1-June 22， 1941 (1962).それぞれGDFP，IX， X， XI， XIIと略称)を利用

しえたのみである。ほかに，アメリカの外交文書集(ForeignRelations 01 the United States， Diρlomatic 
Paters， Washington， D.C.: U.S. Government Printing 0缶伎のうち， 1940， 1. General ; 1941， 1， 

General， The Soviet U.併on.それぞれ，FRUS， 1940，よ 1941，よと略幹〉が，有益である。 この

ように筆者が小稿執筆に当って参照しえた基本史料はきわめて誤られている。また，フィシランドの外

交文書は，本来桔当量焼失しているうえに，その主要なものは戦争責任裁判法廷に提出され，フィ γ ラ

ンド入による研究はそれらに依拠していること，またドイツの外交・軍事関保アルヒープは，後述むク

ロスピーの研究において徹底的に検討され，その中重要史料はかれの『フィンランドの選択J末尾にフ

ィγ語訳されて掲載されていること，から，それらのいわば二次的史料からの孫引き吟を通乙て，小稿

といえども覚え書的に事件の輪郭を描き出すことは可能であると，考えた次第である。なお，以上以外

の基本史料(回顧諒等)は，行論中に逐次提示することとしたいの。

3)接出クロスピーからの上記史料引用に当っては Krosby，Suomen valinta， Asiakirja (文書〕

n:o 45.などとして明示する。
のただし，行論中比較的多く引用される次の二つの回顧録については次記のような略号を引用に当り
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フ fソランドの対ソ関係 1940-1941年

間 題 史

1944年 9月 19~1 ， ソ連・フィンランド同に休戦条約a)が成立し :~ JJ年有余にわたる

点隣りの大国との戦争に疲弊したフィンランドは，破滅の道をi!!1るナチ・ドイツとの共同

戦線より辛うじて離脱することをえたのであった。フィンランドは， ソ連共産党中央委員

ジダーノフ A.A.)1(lJ.aHOBを委員長とし実質的にはソ述の機i廷である「連合話[言監視委

o会J(Liittoutuneiden valvontakomissio)ti)の監視のもとに.休戦条約のもろもろの条項
を雁行していかなければならないことになった。ところで，この休戦条約は，領土の割譲，

J億ドノレの賠償支払， 1"親ヒトラ一団体jの解散と並んで， 1-戦争犯罪人Jを自らの手で処

:去する義務を，フィンランドに負わせていた九フィンランド政府は.国内法上の根拠を

欠くとの理由から，いわゆる戦争責任者の裁判を透巡していたが.連合諸国監視委員会は

1945年 8月 81]，フィンランド政府にたL、し，それ以上問題の解決が遅れるならば，そ

の実行は戦勝国の手に委ねられる旨を空ー告し，点ミつ了戦争責任者j の処罰を規定した新fニ

/仁川去接置を勧告したωであったの。かくてフィンランド政府は， 1941年の対ソ戦争突入

や戦時中に平和回復を妨げたことに関し政府当局者を「公職の地位乱用Jのかどで懲役刑

に処するという「戦争責任法案j を時限立法のかたちで国会に提出し 国会はこれを 129

対立で可決成立させたのであったっ

この「戦争責任法Jにもとづいて，元大統領リュティ Risto Rytiをはじめとする 8名

の政治指導者が裁判に付せられた円ところが句判決文が作成きれ言渡Lが行なわれる予定

のrIIirl ，すなわず)1946午2月 18日にf正って，監視委員会副議長サヴ 4ネンコフはブ f ン

ランド首相ノミーシキウ、 fにたいし委只会が判決について事tiHに栢i誌を叉けてL、 !J~_かった

という理由で雫判決言渡しを延期すべきこと，および被告中リュティら 5名については 5

11てないし 10年の刑を科すべき旨を伝えたのであった昔、裁判官は審議をしなおし 2月 21

! 1，法廷は，全被告を有罪とし りュテバニ 10年の7flJを科したのを最高に，監視委員会

の勧告を容れた判決を下したのであったIULところで， この裁判においては.被告らは，

i継続戦争」の勃発事!育にW1しては， フ f ンランドが 1940年 9月以来，ナチ・ドイツと

~~.品開に協定を結ひ、 ソ i~にた L 、する挑発されざる佼略を準備 Lた， というニヱノレンベル

用レることとする。

引丹i略符号 支 献

Mannerheim， Minnen， 11 Gustaf C. Mannerheim， Minnen (回顧録.J (Helsingfors， 1952) ，Il 
Paasikivi， Toimintani， Il luho K. Paasikivi， Toimintani A1oskovassa ja Suomessa 1939-1941 

〔モスクワとフィンランドにおける私の活動J (Helsinki: WSOY， 
1958)， II. 

5) この条約は正式には，フィンランドと，ソ連・イギリスの践に結ばれたものであるc

めこの機関には全部で 160名程の人員が所属していた。ソ連入が大部分であったが，イギリス人も才i
1-名加わった (AulisBlinnikka， Va/vontakomission aika (Porvoo: WSOY， 1969)， ss. 6-8. 

7) rフィンランドは戦争犯罪人の逮捺とその裁判にあたって連合諸国に協力する主任を負うJ (休戦
条約第 13条)。
8) Blinnikka， op. cit.， s. 124. 
9) 1bid.， ss. 129-131. 
10)各被告が科された荊は，次のようであった (lbi・d.，s. 131)。
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ク軍事裁判法廷におけるソ連検察官の主張をそのまま下敷きにした論言で、訴追され，断罪

されたのであって，ニュノレンベ/レク法廷に提出された元ドイツ軍人ブシェンハーゲン大佐

Erich Buschenhagenの宣誓口供書が，その有力な証拠とされていた。これにたし、して，

被告・弁護人側は，フィンランドは， ソ連による挑発されざる侵略の結果，自衛のために

武器をとらざるをえなくさせられたものであって， ドイツとは， ソ連攻撃のとりきめなど

法，文書でも口頭でもなしていない， と反論したので、あった100 ここに注目すべきことは

のちにフィンランド露連大変ヤコプソン妊axJakobsonが，第2次大戦後のフィ γ ラン

ド外交を扱った模説書の中で当時を回顧して， I戦争責任法」はフィンランドにおける法

の正義の根本理念に反するものであり，裁判官にとっても被告にとっても不論決なもので

あったと述べるとともに，裁判官も被告も， Iこのように原理を犠牲にすることも，フィ

ンランド人が自己の運命をわが手に握るための代極の一部なのであると信じて行動したの

であり，国長・国家に奉仕するとLづ精神からこの裁判で、それぞれの役割を演じたのであ

るJと指捕している 1むことであろう。「戦争貢任裁判jはこのような性質のものであった

が，同時にまた， I戦争責任者」の追及が， I継続戦争J後期に次第に拍頭した「平和的反

対派J(Rauhanoppositio)によって要求されていたことも，無視することはできない1330

「戦争貢任裁判jの問題は，ともかくも 1946年に終り的，これと並んで，体戦条約に規

定されているところの也のもろもろの義務をもフィンランドは履行してゆき，そのように

誠実さをみせることによってソ連の疑惑を解指し信頼関努を確立していこうとするパーシ

キヴィの政策は功を奏していった。 1947年には講和条約，ついで 1948年にはソ連との

「友好・協力・援場条約J(Yst五vyys-，yhteistyo ja avunantosopimus)が結ばれ，その条

約に盛られたフィンランドの中立保証的性格は， 1956年のポ/レッカラ (Porkkala)よりの

ソ連海軍基地の撤去によって，一段と強まった。そして，このような中で， I戦争責任J

問題は，政治的イッシューとして，あるいは「継続戦争Jの原因もしくは背景をいかにみ

るかという，歴史の教育・研究上の問題として存続しつづけることとなった1九とくに歴

史研究の分野においては， I継続戦争」の原因論法，次第に本格的な塵史研究のテーマと

リュティ Risto Ryti 元大統領

ランゲル J.W. Rangell 元首相
リγ コミエス E.J. Linkomies 元首杷
タ γネル V. Tanner 元蔑桔

ラムサユ C.H.W. Ramsay元外相
クッコネン A. Kukkonen 元教脊拒

レイニツカ T. Reinikka 元蔵程

キヴィマキ T. Kivimaki 元駐独公使

11) Blinnikka， op. cit.， s. 128 

10年
6年
5年6ヶ月
5年6ヶ月
2年 6ヶ月

2年

2年
5年

12) Max Jakobson， Finnish Neutrality: A Study 01 Finnish Foreign Policy since the Second 
日TorldWar (London: Hugh Evelyn， 1968)， p. 30. 

13) Yrjo Soini， Kuin Pietari hiilival舵alla:Sotasyyllisyysasian vaiheet 1944-1949 C火明りに煎
されたベテロのように一戦争責任問題の諸段階ーJ(Helsinki: Otava， 1966)， ss. 81-83. 

14) r戦争犯罪Jの今一つの範爵であるところの国際法規違反関係の裁判は，フィンランドでは行なわ
れなかった。

15)以下の行議からは省くが， r継続戦争」背景の研究史上の重要な文献として， John H. Wuorinen 
(ed.)， Finland and World War 11， 1939-1944 (New Yok: Ronald Press， 1948) がある。

その成立由来について，前掲小著 13ページ参照。
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フィンラソドの対ソ関採 1940-1941年

して， フィンランド国内においてのみならず，国際的にもとりあげられるようになった。

しかも，その場合，注目すべきは， フィンランド内外で研究者のとりくみ方に差異がみら

れることであり， フィンランド人の歴史家がこのテーマをとりあげることに比較的J慎重で

あるのにたいして 11丹斗問とくに米英の歴史研究者はかなり大胆にこの問題ととりくんで

きたといえるであろうっかくして，ブ fンランド人研究者ではコルホネン ArviKorhonen 

とJti)ヤランティ HeikkiJalanti17)が，アメリカ人ではんンディンC.Leonard Lundin 1めと

クロスピ-H. Peter Krosbylめが，そしてイギリス人でにアプトン AnthonyF. Upton20) 

が，それぞれにこの問題についてモノグラフを書き，かくして「継続戦争jの背景論は，

第二次大戦史の中でも研究の盛況をみせるテーマのーっとなっているc

これらの研究書全般をつうじて特徴的な点は.ひひ、とつには' さきに紹介したような「戦

1予守;貞貞在裁半判日」における検察側と被告傑の杷対立する主張のいず
せfたニ仕2事i軒千が多Lい、ことでiあ字お〉り'ふたつには. お互いに相手の系列の中に論敵を設定して研究

を行なっ-cいる傾向が強いことでbるO そ Lてこれらの論議は，いずれも，フィンランド

が lY40年9月以来ナチ・ドイツ草の国内通過を容認したことの評錨をめぐって行なわれ

ている。フィンランド政治指導者を批判する側に立つのはノレンデ f ンとアプトンであって

んンディンは， フィンランド{揺が2度めの対ソ戦争を免がれるためにドイツに約束を与え

なかったというのは公式的な態度に過ぎず，真意はソ連慌に第一撃を発たしめることによ

って「冬戦争jの報復戦争一ーのちには征服戦争に乗り出すことにあった，とし21L アプ
トンはまた，かつてブ f ンラントの政治家ケソコネン UrhoKekkonenが「英雄的自殺J

(Sankarillinen it記 murha)と名づげたかブ f ンランド国氏の非合理主義と，それに乗った

i冒険的で幻想的なJ指導者を断罪したのであったお〉。これにたいしコルホネン法，ノレン

ディンが回顧録の類のみを用いて偏見で歴史をつづっていると非難し24L主としてドイツ
外交文書に拠りつつ.フィンランドがドイツ側にたいし自律1のために立ちあがる決意は

あっても自ら対ソ戦争の開始者となることはない旨を， r数えきれない程幾回もJ通告し

16) Arvi Korhonen， Barbarossa-suunnitelrna ja Suorni (バノレノミロッサ計画とフィンランドユ (Porvoo:

¥VSOY， 1961). 
17) Suorniρuristuksessa 1940-1941 (圧力下のフィンランドユ (Helsinki: Tammi， 1966). 

18) C. Leonard Lundin， Finland in the Second World 野Far(Bloomington: Indiana University 
Press， 1957). 

19) H. Peter Krosby， Nikkelidiρfωnatiaa Petsamossa 1940-1941 Cベツツアモにおけるニッケル外
交J(Helsinki: Kirjayhtyma， 1966).その英語版は， The Same， Finland， Gerrnany and the Soviet 
Union， 1940-1941 The Petso.mo Disρute (Madison， Milwaukee: The University of 

¥VisconsIn Press， 1968) . および Suomen valinta 1941 Cフィンランドの選択JCHelsinki; 
Kirjayhtyma， 1967). 

20) Anthony F.じpton，Finland In Crisis 1940-1941 : A S仰の inSrnall-Power Politics (Ithaca: 
Cornell University Press， 1965). 

21) Lundin， 0ρ. cit.， p. 112. 
22) Pekka Peitsi (じrhoKekkonenJ， Tassa sita ollaan Cわれらの立っところJ (Helsinki: Tammi， 
1944)， s. 59. 

23) Upton，。ム cit.，p. 29:3. 
24) コルホネンは/レンディ γを次のような言葉で非難する。「およそ名誉ある研究者で，手に入るあ

らゆる史料をまず用いるという苦労もせずに，自己の生存のためにたたかっている国民を告発する
書物を敢えて書こうとする者はいないであろう J(Korhonen， 0ρ. cit.， s. 1針。
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た事実を挙げて， r ifパノレパロッサ作戦』が始まった時， (フィンランドは〕自{動的にその
圏外に立ったおりのだと主張するのである。さらに興味深いのはクロスピーであり， 10万

枚におよぶドイツ公文書類の検討をつうじて，ノレンディンとアプトンにたL、する批判を一

貫した基調としながらも， コノレホネンにたし、する批判をも結果として含むような労作を生

みだしているのであるC すなわち，クロスピーは，とくに 1941年 5月以捧のフィ γラン

ド・ドイツ間の軍事協力の存在を認め， さきに紹介したノレンディンの結論を半ば肯定する

点においてコルホネン的な見解を批判していると同時に，最も重要なことは，フィ γラン

ドのそうした到達点ではなくして，そこへフィンランドを追い込んでいった， r冬戦争j
以来の経過であることを，主張しているのである O

これらの研究を概観してひときわ強く浮び上ってくることは， フィンランドの対ソ戦争

「参加j事情の評値をめぐる二つの見解の潮流が，実は，それら研究者の第二次大戦史に

たし、するアプローチの仕方加何と密接に関連していることであろう c 端的にいって，フィ

ンランド政府指導者の「戦争責任Jを指弾する立場に立つルンディンやアプトンは，ファ

シズム勢力対民主主義勢力の対決としての第二次大戦史像の大枠の中で「継続戦争」の背

景をテーマにとりあげ， これにたいしてコノレホネンやクロスピーは， フィンランドの対ソ

関係史を，それ自体としてまず扱おうとしている傾向が窺われる。すなわち，ノレンディン

はその著書の冒頭で， 1930年代にフィンランドを含めたヨーロッパ諸国が車面していた

最大の問題として，内と外からのファシズムの脅威を挙げ，第二次大戦後におけるアメリ

カ学界論壇のソ連・フィンランド戦争観がし、わば米ソ冷戦状況下にこの点の認識を欠いて

いたことを批判するのであり民主またアプトンも，前掲の著作を含めてフィンランドの政

治史を，ほぼ同様な観点から扱ってきたのであった2730これにたいしてクロスビーは， rヒ
トラーの鎚に立って進む個人や国家は，すべてわれわれの裁である」という独ソ戦争開戦

の日のチャーチノレの言葉が典型的に表わしているような，戦時中の宣伝合戦の文抵の中で

戦後もフィンランドが扱われてきたとし， r壁史家の任務は，あれこれの政治家や統治組
識や道徳、律を弁護したり新弾したりすることではな弘、仕事をするにあたって霊史家は，

客観的な研究者で，そしてもし可能ならば公平な観察者で・なければならない的」という主

張を自己の仕事の前提として据えており またコノレホネンも，ノレンディンが第二次大戦当

時のフィンラ γ ドを「民主主義が支記してはおらず，ナチズムの影響によって誤り導びか

れた国」として描いていることを非難し2qかつ，ノレンデ f ンが，事の経過を理解すると

いう歴史研究の古くからの/レーノレを守っていないと攻撃しているのである。

25) Ibid.， s. 322. 
26) Lundin， 0ρ. cit.， p. 10. 
27) たとえばアプト γの次の論稿は，ファシズムに関する共同研究作業の中で「フィシランド・フアシ

ズムjを扱ったものであり，フィンランドの歴史家からはその「ステレオタイプ的立訣橡」を批判
されてL、る。A.F. Upton，“Finland，" in Euroρean Fascisrn， ed by S. J. Woolf (London and 
Edinburgh， 1968).その書評は，“Lapuanliikkeenongelmat selvitetty?" (ラプア運動の諸問題

は解窮されたかJ.Historiallinen Aikakauskir ja (史学雑誌エ 1970，n: 0 3， 260-262. 
28) Krosby， Suornen valinta， s. 11. 
29) Korhonen， 0.ρ. cit.， s. 19.しかし，引用文のようなコルホネンの要約は，ノレンディ γの見解の誇張
というべきであろう。

一 一一一一一
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フィンランドの対ソ関係 1940-1941年

1. 1940年春夏

冬戦争の終結後のソ連・フィンランド関{系に最初に起った波乱は，いわゆる北致訪衛同

盟約構想がソ速の容11暑によって控折した事件であった。すでに冬戦争の末期，フィンラン

ドが材ソ戦争を継続するfへそれとも対ソ和平に搭み切るかの選択に立たされていた当時

に， フ f ンランド政府は，後者の道を選ぶ前提として，スウェーデン政府からフィンラン

ドとノルウェー・スウェーデン到の訪衛同盟の提唱者となる旨の口約をとりつけていた。

ブ f ンランド政府としては，たとえ講和が成立したとしても， ソ連がふたたび新しい要求

を突きつけて戦争になる恐れがあると考えており.その捺のフィンランドの安全保持を，

このような北欽諸国間の同盟に求めていたのであったS九そして関保諸国は，冬戦争の終

結とともに.カψ、る同盟の方向に動き誌じめていた。ところが:)月 1613， ソ連外務人

民委員モロトフB.M. MOJIOTOBは.スウェーデン設府にたし、し ノノレウェ一国会議長ハ

ンプロ C.J. lIambroが 14日になした， ブ fンランド韻の回復を支持する旨の発言をと

らえて，北欧同盟はフィンランド人の復讐主義の具にほかならず，スウェーデン・ノルウ

ェーの中立に反すると申入れた32)。ついで3月20日夕ス通信は， 北歌詞盟が反ソ的なも

のでありソ連・フィンランド間の講和条約〈以下，本論稿で、は「モスクワ講和条約Jと呼

ぶ)に反するがゆえに， ソ連政府立反対であると報道しおう翌 21日には，モロトフは.

5主ソ・フィンランド公使パーシキヴィにたL、し司様趣言の申入れをしたのであった34h

このソ連の圧力にたい L. スウェーデン政府は一時は抵抗の姿勢を示したが，結局は同盟

講想を放棄せざるをえなかったお〉つ

北欧防衛同盟の控訴というこの事件は，以後のフ f ンランドの国際的位置さらにはソ連

・フ f ンランド関誌のあり方を，方向づける役割を果したといえるであろう。北欧同盟に

たいするソ連政府の長対がハンブロのJ慎重を欠L、た発言といった単純な理由にもとづくも

のではなく.より基本的な方針によるものであったろうことは，外部の観測者が一様に推

測しているところである的。そこ泊、ら顕著に窓われることは，パージキヴィが回顧録の中

でいλ じくも指摘Lているように， ソ速が，独、ソ不可侵条約によって自己の「勢力圏」内

にまM人 LたフィンランドにたL、Lて，たんに軍事戦略上の要点を確保するだけでは満足せ

ず，さらにフィンランドを昌己の政治的影響下におこうと意、国し-Cl.、たことであろう向。

ソ f ンランドを含む北欧中立日濯の構想は，このようなソ連の勢力圏構想と原理的にあい

L 、れないのであった。ソ速がフィンランドを合む北欧中立同盟の成立を容認することによ

:jO)フィンランド政府青白書英語寂の解説中には.Northern DefεnsI ve Allianceなる表現が用いられ
ている (Blue-White Book， p. G) 0 

:n) Vaino Tammer， The l-fアintervVar : Finland against Russia 1939-1940 (Stanford， CalifornIa: 
Stanford U. P.， 1950)， pp. 184-185. 

32) Paasikivi， Toimintani， 11， 1. 
a3) The Blue-White Book， Document 4. 

34) T he Blue--':事アhiteBook， Document 5. 

:35) Jalanti， op. cit.， s. 63. 
36) Paasikivi， Toimintani， 11， 51; Upton. op. cit.， p. 52. 

37) Paasikivi， Toimintani， 11， 62. 
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って，はたして北欧全体が第2次大戦の圏外にとどまりえたか疑問である3めにしても，上

述のソ連の介入が，フィンランド政指にとって，北欧中立国との提携に自国の安全保障を

求める道を関したことは事実であった。

こののち， ソ連・フィンランド関係は， しばらく小康を保っていた。ソ連側がフィンラ

ンドにたいして示す強い請疑がしばしば問題を起すことはあっても臼三ともかくもソ連側

は，両国間の難問題がモスクワ講和によってすべて解決された，との見解を表現してい

た4%ところが，このような靖勢は， 1940年 6月下旬から7月上旬にかけてソ連が一連
の新たな要求をフィンランドに突きつけるにおよんで，一変した。まず， 6月23S，モ

ロトフはパーシキヴィにたいして，ソ連との国境に程近いフィンランド領ベッツァモ

Petsamoのニッケノレ鉱床に関し，利権をソ連に与えるかあるL、はソ連・フィンランド両菌

の合弁会社をつくることを要求した41)06月27日フィンランド政府はパーシキヴィをつう

じて，ニッケル鉱床の利権は芙加トラストに与えられている紛のでソ連の要求には応じら

れないが，同鉱床産出のニッケノレ鉱の 50パーセントをソ連に売却できると回答した。と

ころがモロトフは，ソ連は「鉱床でts:.く，地域そのものとそこに存在するニッケルに，恒

久的に関心がありJ，また「イギリス人は同地域から一掃されねばならなしづと述べて，

譲歩の色を見せなかった4330

ニッケノレ鉱床問題につづいてソ連がフィンランドに提出したのは，冬戦争前以来暫く背

景に退いていたところのオーランド Aland(瑞)， Ahvenanmaa (芥)群島の非武装化に

関する要求であった。すなわち 6月27呂モロトフは， パーシキヴィにたし、し， ソ連の

オーランド群島にたし、する考えは 1939年春当時と変っていないことを明らかにし フィ

ンランドが同群島の武装を識去するか，あるいは同群島をソ連と共同で武装することを求

めた4430 これにたいしフィンランド政府は， 7月3f3回答し， 群長から兵を引揚げ軍事

38) フィンランド草総司令官マンネルヘイムは，その回顧訴の中でソ連外交が長期的見通しに欠けてい

たとして，もし北欧同盟が成立していれば，ヒトラーは，ノルウェーを攻撃し主かったかも知れな

い，また，敢えて攻撃したとすれば，フィンラシドは同盟を通じて自鞠的に反ヒトラーの障営へ入

ることとなれソ連の欲したレユシグラードの安全は強化されたであろう，と述べている (Manner-
heim， Minnen， II， 242)。しかし，ヤランティはたとえソ連が認めたとしても，ヒトラーのノルウ
ェー慢攻までに北歌詞盟が成立したか疑問である，としているワalanti，0.かcit.，s. 65)。

39)その好例を挙げれば，講和後註フィンラ γ ド・ソ連公使となったゾートフ民.C. 30TOBは，赴任

の巨たまたままったく別の理由からヘルシンキ市に掲げられている半旗を自分にたいする示威であ

るとして，ただちに抗議したくWuorinen，o.ρ.cit.， p. 81)。

40)モロトフは， この旨を， 1940年 3月21日パーシキヴィ公袋にたいし (The Blue.White Bo.ok， 

Document 5). また3月29日の最高会議演説において述べている。
41) The Blue-White Book， Document 14. 

42)元来このニッケル鉱床はその埋蔵量があまりにも豆大なため，フ 4γ ラγド政荊iまその開発を英・
加ニッケノレ・トラストに委ねていた。フ 4ンラ γ ド政府は. 1934年に， ロンドンのモンド・ニッ
ケノレ会社 TheMond Nickel Company fこ長さ 28マイル，幅2マイルのこのニッケノレ鉱床に関し
50年開にわたる利権を与えた。モンド・ニッケ/レ会社は，世界のニッケ fレ生産のうえで独占的な
地泣をもっカナダの国諜ニッケ/レ会社 TheInternational Nickel Companyの完全な子会社であ
った (Krosby，The Petsamo Di・sρute，pp. 32-33)。

43) The Blue-White Book， Document 15. 
44) The Bzue-White Bo.ok， Doument 16. 1921年の国際条約によって非武装fとされていた民群島をフ
ィシラ γ ドとスウェーデンの協力で武装化し北欧中立問盟の核にしようという企ては， 1939年初
夏に従来同島をめぐる決定から締め出されていたソ連の強硬な反対によって，挫折したが，その後

冬戦争の時期にフィ γ ラγ ドがこれを武装化L. ソ連{隠れま事態を黙寵するかたちが続いていた。
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フィ γラγ ドの対ソ関保 1949-1941年

設構を撤去すると通告した。モロトフは満足の章、を表したが，同時に，非武装化を監援す

るためのソ連領事館を同群島におかせるよう要求したのであった4530 フィンランド政府は

ソ連の要求を原則的に承諾したが， ソ連{躍は非武装の徴底化， ソ連が参加しなかった1921

年の国際条約の無視，領事館の特権獲得を欲して.これに抵抗するフィンランド側との間

に夏中応酬が続いたので、あった4830 さらに， ソ連{揺がフィンランドに要求した第3の案件

として，ハンコ Hanko(芥). Hango (瑞)岬駐屯ソ連軍のフィンランド国内通過権問題

があった47)0 7丹9aソ連政府は，両国間の鉄道交通再開の交渉にこと寄せて，ハンコ基
地への輪送列車のフィンランド国内通過承認を要求した43Lフィンランド側はこれにたい

しても基本的に応じ，ただし危険を最小限度にとどめようとした。当初ソ連傑は，軍需品

や武装した兵士を無制限に輪送する考えであり，フィンヲンド傑は，非武装の兵士と武器

は別々の列車で輪送しかつ輪送量に制限を設けることを主張して交渉が永びき，パーシ

キヴィは協議のため一時帰国さえしなければならなかった的。

以上のように，桔前後してソ連がフィンランドに要求した難問題をめぐって，両者の間

に夏中交渉が行なわれたが， これらのソ連の一連の対フ 4 ンランド政策がモスクワ講和の

のちに起った国際構勢の急速な展開への対応としての意味をもっていたことは，否定でき

ない。すでに 1940年 4月， ドイツはデンマークとともにノルウェーを占領し，北欧にお

いてもソ連と国境を隔てて対峠するにいたったが. 6月 18日のフランスの敢えない対独

降伏a. ドイツのヨーロッパ支配を確立することとなり，おそらくは大陸戦線の長期継続

を予想していたで、あろうソ連指導者の楽観を裏切ったと思われるO ベッツァモの「地域そ

のものjへの関心が， ドイツ軍のキノレケネス進出にたいする極北の外界への出口ムノレマン

スクの防衛の必要に発していたことは，のちにみるように， ソ連の要求が同地ニッケノレ鉱

束へのドイツの経済的要求と競合していたことからも明らかであるし，オーランド群島非

武装化要求の復活はバルト海江おけるドイツの軍事的地位の強化にもとづくものと考えら

れ503， 主たハンコ締軍事基地への輸送のためのフィンランド国内通過権の要求は，同じく

ナチ・ドイツのノ〈ノレト海制覇によって海上経路が脅かされることを予想して陸上経路を確

探しておこうとしたものと見ることができょう 51込

しかしここに困難な問題は， ソ連の対フ f ンランド政策が究極的tこ何をE的としてい

たか，具体的にいえば，バルト三国にたし、するごとき許合を章、国していたか否か，であろ

うn そして， この点について. フィンランドの致府当昂者にいちじるしい不安を抱かせる

45) Paasiki vi， T oimintani， 11， 94-95. 
46) Paasikivi. Toimintani， 11， 97-98. 
47)冬戦争に先立って行なわれたソ連・フィンランド交渉で最大の整案であったこのフ 4ンランド宮北

岸の仰は，モスクワ条約によって 30年間の期摂で貸与され，ソ連軍基地がおかれていた。しかし，

ソ連{閣はモスクワ和平交渉の擦には同基地駐留軍の輸送問題は提起することなしフィンランド側

もまた，民基地が海軍基地であり，輸送は海空路によるものと考えていた。

48) The Blue-White Book， Document 18. 
49) Paasikivi， Toimintani， 11， 113-114. 
50) Paasikivi， Toimintani， 11， 94. 
51) David J. Dallin， 50屯，ietRussia's Foreign Policy. 1939-1942 (New Haven: Yale Univ. Press， 
1942). pp. 288-289. 
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ような事件も，夏の深まりとともに生起しはじめた。すでに6月14日，エストニアの首

都タザンからヘノレシンキに向い飛行中のフィンランド旅客機がソ連軍用機に撃墜され，か

つエストニア漁船が捨得した浮遊物をソ連潜水艦が持ち去った事件は523， ソ連によるフィ

ンランド包囲の輪がし、よいよ縮められつつあることを物語っていた5330 またソ連航空機に

よるフィンランド領空侵入やソ連軍によるさまざまな形での国境侵犯事件も， 目立って増

していた問。フィンランド政府は，異常な数の人員を擁するソ連の公使館や領事館の活動

に警戒心を深めた5530 さらに7月から8月にかけて，冬戦争の結果フィンランドが割譲し

たカレリア地峡でソ連軍の演習が行なわれ，戦車や移動砲を擁する部隊が増強された。モ

スクワその他欧チHの外交界ではソ連軍のフィンランド攻撃間近し，とする噂さがしきりに
流れた56)。

しかも，以上のような動きと対応するかのように，まさに同じ頃，フィンランド国内で

「ソ連・フィンランド平和友好語会」の活動が活発化しこれにソ連が外交活動を通じ公

然と支持を与えるとLづ事件が起った。「ソ達・フィンランド友好協会Jの活動そのもの

についてはのちに考察するが，ともかくフィンランド政府は.盟内に形成されたこの左翼

的佳格の毘体に疑惑の吾を光らせていた。このような中で 7月248 vこバーシキヴィと

会見した際にモロトフは，フィンランドにソ連との友好強化のために活動する団体が設立

されとりわけ労働者階級の中で大きな支持を得ている，と前置きしたうえで， rしかしフ
ィンランド設府間援はこの協会に反対し迫害している」と非難した。そしてそロトフは，

「とくにタンネノレ大臣が協会の反対者である」と名指し荷国関吉宗改善の前提として，厚

生大宮タンネノレの解任を露骨に要求したので、あった5%フィンランドの急進的な左翼運動

に対決する社会民主党改良主義路線の関将として知られ，また冬戦争に先立つソ連・フィ

ンランド交渉の破壊者として， ソ連側から曲解されていたタンネル VainoTannerへのこ

の誹誇にたいして，パーシキヴィは反較にこれつとめたが，フィンランド政府は結局ソ連

の圧力に試しえず， タンネノレを解差せざるをえなかった。このようなソ連の行動は，フィ

ンランド1JtU~こ，外から内苦しを援助する企てとして受けとられた。しかし当時のソ連の対

フィンランド政策の真意、を明らかにする史料は， ソ連指導者の公式発言の中には全く存在

せず，またパーシキヴィの団顧録をはじめとして， ソ連側と接赦したフィンランド人の註

言の中にも見出すことができなし、。ただソ連のパノレト 3菌にたいする政策を扱ったアメリ

カの現究者タノレリスが引用している次の証言は， この点に関し手がかりを与えるほとんど

52)詳結は，The Blue-White B∞k， Document 13. 
53) Jalanti， op. cit.， s. 90. 
54) Blue-White Bωk， pp. 31-32. 
55) フィ γランド政府の f青白書』によれば，ヘルシンキのソ連公碇舘だけで， 31名の外交官と 120名
の能の勤務者がし、た (TheBlue-White Book， p. 16， n.)。

56) Paasikivi， Toimintani， 11， 70-71. 
57)ノミーシキヴィは 7月24Bの日記の中に，モロトフの言葉を次のように記していた。「だれがプイ

ンランドの政府間援となるかは無論ソ連の決めることではない。それはもちろんあなたがた自身の

ことだ。しかし，自分がだれと付合い協力したし、かは， ソ連が決める。タンネノレ氏がフィンランド

政罰内に，しかも厚生大宮のような要職にあるかぎり，悲の意見ではソ連とフィ γラγ ドの関係は

改善きれないだろうし，われわれ湾国間の通商‘も稔らないであろう。一一一あなたがたはタシネルな

しではやれないのか?J (Paasiki vi， T oimintani， 11. 67)。
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唯一の史料として興味深し、。タノレリスによれぽ， ソ連のノえノレト 3国合詳の前夜ソ連政府の

要求に応じてモスクワを訪れたりトワニア首相にたし、 L，モロトフは，次のように赤裸々

に告げたのであった。「あなたは現実をよく見て，将来諸小田i主消え去る運命にあるのだ

ということを語らなければならなし、あなたのリトワニア(;):， フィンランドを含む他のノく

ノレト諸国とともに， ソ連とし、う栄光ある家族に加わることになっている。………われわれ

は力は用いないが，あなたの国民iこ向って，あなたがたの福廷にはこの連邦が必要だとい

うことを説得するすべを知っている。詞設なら，このようにしてはじめて， ソ連邦全体の

庇護のもとに，かれらは，戦争による殺裁に引込まれる恐怖もなく平和に生きることがで

きるからである」悶(圏点は百瀬)0

ところで， 1939年 8月 23Elの独ソ不可侵条約によってフィンランドのソ連勢力関帰属

を認めたナチ・ドイツは， r冬戦争J後もフィンランドにたいしては，ソ連の圧力にたい
する対抗的な支持はもとより，一切の政治的関心を示さなかったが，ただ，ベッツァモの

ニッケノレ鉱にたいしては，次第に強い興味と要求を抱くようになった。すでに 3月末， ド

イツ外務省の経済担当者の間ではフィンランド産出の金属， とくにニッケノレが，イギリス

やソ連の手に落ちることを懸念して， r冬戦争」以来低減していたフィンランドとの経済
関誌を復活・強化しようとする動きが出，以来ドイツ側からの打診が始められた5930 フィ

ンランド側は，当初この動きかけにあまり乗気を見せなかったが 4月のドイツの北致授

攻， 6月に入ってからのソ連のノくんト海沿岸への勢力伸長の中で，急速に妻子章、的な謡度を

示しはじめた。そして，ベルリンで 3週間再国政府間に交捗が続けられた結果，ベッツァ

モのコロスヨキ Kolosjokiの鉱床から産出するニッケんの大部分をドイツに供給すること

にフィンランド致府は同意した紛らもっとも， ドイツ政府から夜頼されて細目取極めの交

渉にあたった1.G.フアルベン工業とベヅツァモ・ニッケノレ会社との間に，ニッケルの引

護し価格をめぐって折合いがつかず，交渉は意外に長びいた円しかも，その大詰めの段階

でベッツァモにたし、する前記ソ連の要求が提出されたのであり，以後問題は，独ソ間の取

引きだけにとどまらなくなった。こうした中で，ようやく 7月23日， ドイツ・フィンラ

ンド両政野間にニッケノレ引渡しに関する基礎協定が成立した8%
しかし ドイツは，以上にみたように，フィンランドにたいして経済的関係は密接化し

ながらも，政治的接近の門戸は国く閉じたままであったのそして，このような本国致府の

態度は，フィンランドに好意的な註芥ドイツ公夜ブリュツヘルの言動を強く制約してい

た。たとえば，ニッケノレをめぐる両国間の交渉が実質的にはすでに妥結をみていた頃， 7 

月4FH二， ブリュツへノレは. フィンランド外相ヴ f ッティングから，内密に. rドイツに
fこし、ずる友好的な惑清は，国民の潤に， u雪崩のよう〈くlawinenartig>> ~こ~増大しつつあり，
また. もっぱらドイツの方舟にのみ指向した政府をつくる努力が行なわれている」として

その評言を求められたことがあった位、これにたL、しブリュッへ/しは，独ソ間の友好関

58) Albert N. Tarulis， Soviet Policy toward the Baltic States， 1918-1940 (Notre Dame， lndiana: 
University of Notre Dame Press， 1959)， pp. 212-213. 

59) Krosby， The Petsmno Dispute， p. 15百.
60) Ibid.， p. 27. 
61) Ibi・d.，p. 29. 
62) GDli'P， X， No. 109; Blucher， op. cit.， S. 194-195. 
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保の現状から幻想、は危設である，と警告的に前提したうえで， Iロシアの疑惑に鑑み， ド

イツにたいして一方的に友好的な政府の形成には反対で、あるしまたこのような政府がド

イツで 100パーセントの好意をうるとは考えられなし、。私は，こっそりと (unter der 

Hand)協力しながら， しかも外面は控え目な態度を見せている政府の方を好む」と述べ

た。

ところが， この会見内容を伝えたブザユヅへノルレの報告が本国に送られるや，カか冶れはただ

ちに本国政府カか迫ら誤解を与える恐れのある発言を慎しむよう，戒告を受けたのでで、あつた8防3の3

それでで、は，以上のような国際環境にたいして' フィンランドの政府指導者はどのように

対応しようとしていたで、あろうか。冬戦争の終結後， フィンランドの戦時内閣は一応総辞

職し， 3}j 27日，あらためて前首相リュティまistoRytiを首変とする薪政府が成立し
イー・::J-..:r.舟

た。この第二次ザュティ内関は，極右政党の IK L (Isanmaallinen Kansanliike，愛国人

民運動)を除くすべての政党の挙国政府として構成されていた。新政府は，内政的には，

カレリア地峡からのヲi揚者の処遇をはじめ「冬戦争」のもたらした経済的社会的な難問題

に取組まねばならないと同時に，ますます厳しさを増す国際靖勢に対処しなければならな

カミっ7こ。

いったい， I冬戦争j後のフィンランドの政情について特徴的なことは，ある意味での

戦時状態の継続であろう。一政治家の回顧録が報告しているところによれば，敗戦は対ソ

関係再検討の機会とはならず，むしろ「冬戦争」苗に増してソ連にたL、する不信感が富民

の間に根を下したので、あったo 一般にソ連は，モスクワ講和によって有利な戦略的地歩を

占めた以上，近い将来にフィンランド攻撃を再開することは必至と考えられ，そのために

軍備も強化しなければならないという，一種の「武装平和J(en fred i vapen)の精神的

緊張が社会に譲っていた64)。しかし，このような国内情勢に立縛した第二次リュティ内諾

の外交は，外相人事にあたってソ連袈.~vこ好惑をもたれていないタ γネノレ V基inoTannerを

退け， ドイツ事情に通じたヴィッティング RudolfWittingを任じたことからも窺われる

ように， ソ連の再攻撃にたし、する備えを基調としながらも， ソ連・ドイツとの関係改善を

目ざしていた。

ところが，間もなくドイツが北欧から英仏の勢力を追い，さらにヨーロッパ大陸支配の

方途を進めるにつれて， フィンラ γ ド圏内世論には新しい額向が強まっていった。当時駐

茶ドイツ公安ブリュヅヘノレが報告しているところによれば， フィンランドでは，イギリス

への依存の期待がまったく失われるにつれ，自国の国際的地泣は独・ソの二者択一に追い

こまれつつあるとしづ認識が強まり， ドイツへの関心が顕著になりつつあった師、また外

相ヴィッティングも，就任当初から窺われた親独傾向を強めつつあった。そして，こうし

た中で，元外梧ハクツェノレ AnttiHackzellやリンコミエス EdwinLinkomiesなどの連

合党(Kokoomuspuolue，保守党)指導者は大統領カッリオ KyostiKallioに覚書を寄せ

疑い深いソ連にたし、しては慎重に対越しなければならず，特定の外国に友好的になること

63) GDFP， X， No. 109 n(l). 
64) Carl O. Frietsch， Finlandsδdesar Cフィンラ γ ドの運命J.Stockholm， 1945， s. 215. 
65) Krosby， Suomen volinta， Asiakirja [公文書]， n:o 1. 
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は現下の情勢から不可能ではあるが， rそれにも拘らず， ブ fンランドでドイツに強い好
惑が寄せられていること.およびわが国民が大ドイツの中に，わが国の強立をも外部の脅

威から守ることのできる力の要因を見出してL、ることを，可能なかぎりドイツに示すべき

であるとわれわれは考えている J と、ひそかな対独接近を勧~-!J l たのであった附p フィン

ランド政府は， この勧会に従い.既にみたように， 7)jL1Bにドイツffiljを打診したので、;ち

るがこの試みもドイツ鎚によって，まったく一蹴さ，fLたのであった内

ここで，われわれは.以J:のような第二次リュティ内閣の外交指導が， もはや平常なカミ

たもで、は行なわれなくなっていたことに注吾しなければならなL、「冬戦争J11I第一次リ
ょテ f内協はその活動にあたって議会との接触をはとんど行なわなかったが，この異常状

態は.緊急時の必要から生じていたものであると同時に，国民各層の間にある「見解の一

致J(yksimielisyys) によって正当化されていたので、あった。とこるが， r冬戦争jが殺 f
し平和状態が邑i復されたのちも，第二次リュティ内閣は， liii述のような「武装平和J的

手間気の中で.前内閣当Ij~:の対議会関係を少なからず温存しつづけており WL それは対外

政築決定のうえにも，強く反挟していたのであった。しかも， このような事態と相互諦元

的な関係に立って，ある屈の言論統1!~1jが維持されて L 、たっ 「冬戦争J11 1 ; 士三論報道の統~1)1j

は，軍部のf苦学ドにfj-なわれていたので・あるが，戦争終了後まもなく，その仕事は内務省

の手に移され，新聞.ラジオ，電話，電報，電話の検閲が，対外関係， f15l防問題に間Lて

続行されたので、あった的。

2. 妓路に立つフィンランド

1940年亙のヒトラーによる対ソ戦争立案の事実とその経過は，第 2次大戦史の研究史上

あまりにも著名であり，ここに改めて多言を要しないであろうのプランス降伏ののちイギ

リスがドイツの和平呼ひ刀ミげによと;じてくることを期待していたヒトラーは，チャーチル政

府による徹底抗戦の意思表明に直面して，イギリス本土上佳作戦の計画をたてざるをええ亡

くなった。しかし海軍力の劣勢なナチ・ドイツにとってこの作戦は大きな危険をはらん

だ賭であり， ヒトラーは構想の修正を重ねた末， 9月末には計画を事実上放棄するにし、た

ったのこのような'lrで 7}j :n日ヒトラーは.j己titi軍事指導者と行なった会議において.

イギリスの抗戦の望みをうち砕き. ドイツのヨーロッパ支配を安泰ならしめる鍵として，

文、;ソ戦争の準備を命じたので、あった(9)。ヒトラーによるこの軍事計画上の決定が以後のか

れの対ソ政策のうえでどの程度決定的な意味をもったか'1.なお未解明の問題であり， ま

たその全般的な考察は本稿の課題を越えているが，以下この問題をも念頭におきつつ， J: 

ri己の事件以後のナチ・ドイツの対フィンランド政策の展開を追ってみることとしたい門

7 月~-n日にヒトラーが演託した対ソ攻撃構想の中では，フィンランドが果すべき役割は

66) Krosby， Sumnen valinta， Asiakirja n:o 4 ; Blucher， S. 194. 
67) Carl O. Frietsch， Finlands odesar 1939-1943 (Stockholm : P. A. Norstedt， 1945)， S5. 232-233. 

68) Ernst von Born， Levnadsminnen (Helsingfors: Soderstrom， 1954)， ss. 354， 372-373. 

69) Franz Halder， Kriegstagebuch. Tagliche Aufzeichnungen des Cheβ des Generalstabes des 

Heeyes， 1939-1942， bearbeitet von Han5-Adolf Jacobsen (Stuttgart W. Kohlhammar 

Verlag， 1963-64)， Band U， S. 49-50. 
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未定とされていた。しかし，その後間もなくヒトラーは，前章で、見たようなソ連のフィン

ランド攻撃間近しとの情報に神経をとがらし， フィンランドの軍事力や重要性について軍

部指導者に質問し 8月 13日にはノルウェー占誤軍司令官フア fレケンホノレスト Nikolaus

von Falkenhorst を呼びよせて， Iスカンディナヴィア全体Jにおけるドイツの利益擁護

のため北部ノルウェーの守りを固めるよう命令している O また 8月26日にはドイツ国軍

最高指揮官ブラウヒッチ斗 Walthervon Brauchitsch vこたいしソ連がフィンランドを

攻撃すればドイツはベッツァモを占韻する，と述べた70)。そして，こうした中でヒトラー

は 8丹江日，ゲーリング元帥 HermannGoringをつうじドイツ人商人ヴェルトイェンス

J oseph V el tjer誌に密使としてフィンランドに赴くよう命じたので、あった71)。ヴェルトイ

ェンスが帯び了こ使命とは， フィンランド軍総司令官マンネルヘイムに会って， 二つの要

件，すなわち，冬戦争中にフィンランドが西欧諸国から真付け， ノルウェー経出中にドイ

ツ占領軍に没収された武器の対茶引渡し，および，北部ノルウェーを占領しているドイツ

軍の輸送連絡のためのフィンランド国内通過権の要請，を申入れることであった。 8月18

日にヴェノレトイェンスと会見したマンネルへイムは，武器買付けの{宇については満足の意

を表したが， ドイツ軍の国内通過権については自分は権隈はもっていないとして，外相ヴ

ィッティングに会見するよう勧めた。しかし ヴェノレトイェンスは，マ γネノレへイムと会

見する権援のみを与えられていると言張り，マンネルヘイムの回顧録によれば，結局マン

ネルヘイムはその娩首相リュティに「報告Jして承認の返事を得7q これを翌臼ヴェルト

イェンスに伝えたので、あった。ヴェルトイェンスの友人でフィンランド人であるテラの回

想7めによれば， ヴェノレトイェンスはさらに翌19日には首拐リュティ，外相ヴィッティン

グ¥国防相ヴアノレデンとも会見しているのその際フィンランド{揺がソ連の圧迫にたし、する

支持を暗に求めたのにたし、しヴェルトイェンスは，かねてからの指示に従い，かれの使

命を，かかる政治的支持と考えてはならない旨を明言した7430

ところで，ここに言及しておくべきことは， リュティ;が戦後の戦争責任裁判の法廷にお

いて，マンネルへイムから電話を受けたことを含めて，通過権要請にたL、する承諾の回答

をなした覚えのないことを，主張したことであろう。リュティのこの主張は諸史料の出現

によってかなり号弘、ものになったにしても，誰が通過権を認めたか，の問題は，戦後フィ

ンランドの言論界はし、うにおよばず，震史研究上も大いに争われてきた問題で、あった。/レ

ンディン・アプトン・マズーアなどが，この通過権の承諺を，民主主義の原則から逸脱L

70) Krosby， The Petsmno Dis戸tte，p. 70.この構想は「露11麗作戦J(Renntier)として策定された。同
作戦の日的は， r情況の発展に誌とベッツアモおよびコロスヨキ (Kolosjoki)鉱山を急速な一撃に
よって取得・確保jすることにあった (lbid咋 p.71)。

71) ヴエルトイェソスは，第 1次大戦当時のゲーリソグの戦友でありJ. Veltjens， Wa証enund 
Munitionなる武器原売会社を手がけ，ナチ党政権下でゲーリ γ グに便宜を与えられていた。

72) Mannerheim， Minnen， 11， s. 252. 
73)テラ MarttiTe拾の手になる回想類，特に TienJuuzrassa.Syksyn 1940 tapahtumat Barbarossa-
suunnitelman taustaa vasten (岐路に立ってーパルバロツサ計麗を背景とした 1940年秩の出来事一〕
(Helsinki: Ot肝心， 1962.なる回顧録が重要であるが，本稿筆者は未見であるため，語研究による

間接的利用に止まらざるをえない。

74) Upton， 0，ρ. cit.， p. 138. 
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た，対ソ戦争へつながる運命的な決定と難じているめのにたし、L. コノレホネン・クロスビ
ーらは，かかる議論が本末顛担jであり， フィンランドをしてナチ・ドイツへの依拠以外に

は独立を守るすべのないデスベレートな状況に追い込んだプロセス.すなわむそれまでの

ソ速の対フィンランド政策をこそ問題とすべきである，としている78Lとくにコルホネン
:1. r誰が通過権を認めたか」が不明確な点に当時のプ f ンランドの政治の不能全さを見
出す誌記3者の見解乞較して，次のように述べる。「秘密を守っているすべての人々〔当時

の関謀者〕の記壊が細部について不正確なのは，国誌の存在.が危険に曝;されて L、る状態の

下では， ヴェ/レト f こにンスに肯定の返事をう二える以タトのことは.カるれらの脳揮に何も 11~!lき

とならなかったという， まことにもっともな理由によってであったのかりに天茂ガプリエ

ノレが，天の賜物を授けにきたとしたら，会合したり，議事録をとったり，決議Lたりはせ

ずー中出を有難く受けるであろうん

ブィンランド{閣が応諾した経緯およびその「京在者」の解明は，現在の史料出現段階で

は不可能であるが‘少なくとも二つの重要な点が傍らかであろう。第ーに， ドイツの通過

権要求にたいする承認の返事は， r責任者」が誰であるにせよ， ドイツ軍の国内導入をソ
連の測からの脅威にたL、ずる均禽要因と見散して年えられたのであり，ここには強国間の

バランスによって「小国Jの独立を確保しようとする発想が明確にみられるのである。第

二に。 このような決定が，マンネルへイム， リュティ， ヴィッティング¥ ヴ、アノレずンとし、

った一定の人々の範囲で下されるという.現象が現われていることであろう。そしてこれ

ら2点とも，前章でみたような， r冬戦争j以来進んでいたフィンランド政府の対外政策
形成との特設の延長線上に出現したものに他ならないのであった77L

さて， ヴェノレトイェンスの帰国後， マンネノレへイムは， 8丹末タ IL- ¥;/ェラ大将 Paavυ 

Talvela ち2名の軍人をドイツに派遣してドイツ軍部との間に国内通過に関する紹自の協

議を行なわせ，さらに 9月初めにはドイツカ aら軍人がブ fンランドに派遣されて協議を経

続したのち. 9月 12L:fにドイツ軍のフィンランド園内通過の取極めがフィンランド軍参

謀本部とドイツ空軍司令部の間に結ばれた7的。それによれば. 5，538名のドイツ兵が 3グ

ループ。にわかれ. n数の間隔をおいて輸送されることになっておリ，その第 l陣は 9丹22
Llに海路オウノレ Oulu'こ到着し フィンランド領ラップランドを北 i二してベッツァモ附近

からノルウェ一入りするはずであった。ところが，両国軍部間にこの交渉が行なわれてL、

る問.両国の外交レベノレで、は. この問題について何の接触も行なわれていなかったσ9月

中ばにはじめてこの軍事協定を知ったキヴィマキは，本国政府に政治協定の締結を勧告す

る-jj. これまた外相リソベントロ、ノプ以外は幹部もこれを関知していなかったドイツ外

務省に働きかける脊様であった内そして.キヴィマキが，外務次守ヴァイツゼッカーを訪

75) Lundin， 0ムcit.，p. 89 ; Upton，ゆ.cit叫 pp.137-38; tvlazour， Finland between E，俗 tand West 
(New Y ork: D. Van Nostrand， 1956)， p. 201. 

76) Korhonen，σ'P. cit.， s. 95 Krosby， Tlze Petsarno Disρute， p. 67. 

77)小稿47ベージ参照。 なおフィンランドで立大統領が外交上大きな権限を与えられている(プイン

ラシド憲法第33条〉が，当時カッリオ KyostiKallioが病身のため， 苦栢リュティが事実上大統

領の果すべき役割をも果していたc

78) Jalanti， Ojう.cit.， s. 155. 
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れ，両国政府の間に，さきの軍事協定と平行した政治協定が，覚書交換のかたちで成立し

たのは，実に， ドイツ軍先陣のフィンランド到着が予定されていた9月22日であった。

しかもこの政治協定は，詳細な内容をもっ軍事協定とは対照的に，漠然としたものであっ

た7%なおドイツ軍の第一陣がフィンランドに上陸した 2日後， フィンランド政府の一般

閣僚は，ょうやく通過協定に関し閣議の席上で報告を受けた。閣議はこの決定そのものは

了承したが，それが閣僚にたいしても秘密裡に行なわれたことにたいして抗議する者が幾

人かあった。国会にいたっては，何ら通告されることなくおわった問。

それでは，以上にみたようなドイツ・フィンランド関係の発展にたいして，ソ連は，ど

のように対応したであろうか。まず， ドイツ軍のフィンランド国内通過権の獲得という，

ソ連の圧力にたし、するフィンランドの抵抗を支える目的をもっ措置については， ドイツ外

相リッベントロップは，シューレンブルクにたいし， 9月21日に秘密裡にソ連外務人民

委員モロトフに通告するよう訓令していた81)。これにたいしそロトフは，フィンランドは

ソ連の勢力圏に属するがゆえに関心をもっとして， ドイツ・フィンランド聞の関係協定の

詳細な報告を求めた82)が，それ以上の行動に出ることはなかった。一方，フィンランド外

相ヴィッティングは， 9月23日，イギリス・スウェーデン両国にたいすると同時に，ソ

連公使ゾートブにたし、し独軍通過の件を通知したが， ゾートフは，それがドイツ側の脅

迫によるものか否かを質問したのみであり，ヴィッティングが， これを否定しかっ，さ

きのソ連軍の通過権に類似したものであることを指摘すると，その後は， ソ連政府は，も

はや何らの抗議も行なわなかった83% もっとも、 ソ連側が以上のような表面の態度とは異

なってこの問題に重大な関心を抱いていたことは 8月26日に，早くもゾートフがベッ

ツァモに向け「釣旅」と称して視察に出かけたことからも明らかであった。しかもゾート

フはフィンランド側から正式の旅行許可を受けていないことが判明しフィンランド外務

省とソ連公使館の聞には数ヶ月にわたって，この件をめぐり，覚書の突きつけあいが続い

た84)。そして， ドイツ軍の通過問題に寄せたソ連の関心の深さは，後述するモロトフのベ

ルリン訪問の際に明らかになるのである。

この間ソ連のフィンランドにたいする姿勢は，次第に強硬さを減じていった。これには

通過協定によってドイツ軍がフィンランド領内に進入するにL、たったことも，たしかに原

因しているといえるであろう 8530 しかしより広い視野に立つならば，東南ヨーロッパ方

面での独ソ関係の緊張が， ヨーロッパ北部のこの地域にたいするソ連の要求を緩和させた

とみることができるかも知れなL、師、ともかく，初夏以来のソ連・フィンランド聞の懸案

であった3つの問題のうち，オーランド群島の非武装化に関しては， 10月 11日に両国間

に協定が成立してそロトブは公然と満足の意、を表し87Lハンコ岬にいたる通過権協定は 9

79) Jalanti， op. cit叶 s.158. 
80) Upton， 0ρ. cit.， pp. 148-149. 
81) GDFP， XI， No. 65. 
82) GDFP， XI， Nos. 113， 148. 
83) Jalanti， op. cit咋 ss.164-165. 
84) Ibid.， s. 166. 
85) Mannerheim， H， 291. 
86) Jalanti， s. 184. 
87) J alanti， s. 189. 
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月 6Ilに調印を見， 9月 25日に;L ソj主の軍用列車の第一揮が問境を越えたのであっ

と同つしかし，難航したのは，ベッツァそのニヅケノレ鉱床利権をめぐる交渉であった。 7

)J初旬以来この問題について沈黙を続けてきたソ連側は 8月末から.ふたたび利権のソ

佐行弁会社への譲渡を要求 Lはじめた粉。モロトフは，英加トラストへの同鉱床の利権供

与や 7月にドイツ・フィンランドII号に結ばれたニッケノレ引渡協定は， 1920 年および 1940

年のソ述・フィンランド開講和条約の違反である， と主張した9の。フィンランド政府;え

ずギリス・ドイツの利益もからんでいると l， ソ連と英独間の交渉問題に発展させようと

，iJtλた叫が‘ ソ 31g側は，丙再がし、ず'AL も対ソ I~l係への思惑から公然たるブィンランド支持

に Hl でえないでいる状況に手~\，、されて， ブ f ンランド‘にたし、し， ドイツも英加ニヅケル・

トラストもすでにソ連への利権供与に同意しているという歪曲された前提のうえに，あく

主でもi言内措置による英加トラストの矛Ij権接収と.その合併会社への供与を要求してや主

なカミった凶〉。

ごのようなI!lで， 10<'10年 11月 1:2日 β‘ら l:i日に/J， ~J て，ベルゾンを訪問] したソ連外務

人民委員モロトフと， ヒトラー・ワッベントロップとの同に，一連の会談が関かれた。ソ

連は，勢力国の調整によって独ソ関係の改善をはかるというナチ・ドイツの提案に応ヒて

この会談に臨んだのであるが，同時に，初夏以来東南ヨーロッパその他において独ソ関係

のJ悪化をひきおこす行動をとりつつあるドイツ側の，真意を探ることにぎ弘、があったこと

は，切らかで、あるのこhらの会議でそロトフa，独伊 f1ソ西母間の世界分割による提携を
I'::j 111 ¥するドイツ側にfニL、i まず以てヨーロヅハにおける独ソ勢力i裂の精密な確定を要求

{たのであ/)たの そ!て. ブ f ンラン jトJにつL、てiは主， Iド同i司司引l一司がさきの抄独、ソイ不ロロ可臼ロ一T千tμ与£t条約に

てソj注主勢力i闘醤内にl恒i匝百3していることのf再主耳L確i認沼をJぷ求主主-めるとともiに二， [ilJ 1母よりのドイツ軍の撤退

を強く要求しそれを前提としてフ f ンランドにたL、する武力不行使を約したのであっ

たっこう Lたソ連の主張は，ベルリン会談終了後， 11月 25日にソ連が改めてド fツ側に

88) Ibul.， s. 191. 
89) Krosby， The PetsamυDisρute， p. 73. 

90) Ibid.， p. 75. 

91) Ibid.， p. 84. 

92) Ibid.， p. 86.ベッツアモのニッケル鉱にたし、するドイツの関心法増大しつつあった。 しかし，この

同でも，ソ連の圧力にたいし， ドイツが果してどの程度フィンランドを支護するものか，フィンラ

ンド ff~II には不明であった (lbid. ， p. 76)。事実外椙リツベントロップは，かれの対ソ政壊のうえで

ベヅツアモ問題をどの程度重視すべきかについては態度を決めかねており，ヴァイツゼヅカーが，

10 )J 8日刊の外拒宛書簡で， ソ連に権益な取得させることの危険を説き， 強硬態度を進言した
(GDFP， IX， No. 162. ヴアイツゼッカーは，もしフ 4ンランドがソ連の要求に屈したならば，以

霞ソ連は， さきのドイツ・フィンランド協定は尊重せず， ドイツはニッケノレ鉱に関して完全に締め

!日され，かつまた， ドイツ軍が占領するノルウヱー北部がソ連の軍事的脅或にさらされる， とし

た〉 のにたレして， 当面Hヱベッツアモ問題をソ連との紛争の謹にすることを好まず， 時間をかけ

て怜1ftLたいとした (ιDFP，IX， No. 196)c このようなリッベントロップにたいして，駐よ子公i史
プリュツへfレ，経済rnitlシュヌーレ，駐ソ大使シューレンブルクらから，ベツヅアモの政治上，経
詐上の重要性やソ連の意凶への警戒を説いた意見兵申がii江われ， さらにまた I.G.フアノレベンの
報告によってベヅ γ ァニεから産出しうる結錬ニッケノレの量は 3年以内に， ドイツの需要全部をゅ

うにまかなう年間2万トンに達しうることが判明した。かくて，徒述のモロトフのベルリン訪問が

行なわれる京前には， Iベッツアモ地域にたいするドイツの利害の全貌が鳴らかになっていたので
あるJ(五rosby，The Petsttl'no Dispute， p. 90)。
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寄せた四ヶ国協定への原則的同意の回答の中で， Iフィンランドにおけるドイツの経済的

権益(木材および、ニッケルの輪出)の保護jなる約言とともに繰り返されていたのであっ

た。ソ連のこの回答はヒトラーによって無視され 12月 18日には電撃戦によるソ連粉砕

を目的とした「バルパロッサ作戦jが指令されるのであるが，上記回答が， ソ連側では長

期にわたる対独関係調整交渉への第一歩として意図されていたことは明らかである 9330 そ

して， フィンランドに関してみるならば，そこに述べられているような同国のソ連勢力障

への帰属をいわば平和樫に確定して行く方向での措置が，年末にかけて，相次いでとられ

たので、あった。

まず， 11月 19日，モロトフはパーシキヴィにたし、しベノレザン会談においてドイツが

ベッツァそのニッケル鉱床に関する要求を引下げ、' ソ連への利権供与に異議を唱えない言

言明したとの，事実にもとづかないプラッフをかけ，ニッケノレ問題の郎時解決を追った94h

しかし ドイツ側のこの問題にたいする態度が4条件のかたちで逆に積極的な方向に固ま

ったことを承知じているフィンランド傑は防， これに乗らず遷延戦街をとり，ベッツァモ

問題に関するソ連・フィンランド両国の専門家による混合委員会を作ることを提案し， ソ

連側もこれを了承した9830

ところで，スウェーデン政府は 1940年夏のフィンランドをめぐる危機的情勢に強い衝

撃を受け，かねてから同国との中立的連合の計画を検討していたが 11月5百この件に

つきフィンランド政屑を打診することに決定し閣僚の一人パッゲ GδstaBaggeをへノレ

シンキに派遣した97h同時にスウェーデン政府は， ソ連とドイツにたL、しこの計画のあ

ることを通知し了解を求めると Lづ慎重策に出た向。ところが， ソ連側は，両国の連合

をほとんど既成事実のかたちで突きつけられたものと解し， 12月6fJモロトフはパーシキ

ヴィを詔致して，両国の対外政策をストックホルムが決定することはそスグワ条約違反で

あるとして，強硬な反対を中入れたので、あった阜昔、スウェーデンとフィンランドのとくに

対外政策を共通にし中立地域として大戦の波及を避けようとするこの計-画は，実は，フ

ィンランドを対ソ戦争の足がかりとして確保しておく必要のあるドイツにとっても，好ま

しいものではなかった100)。さらにまた， フィンランド備にしても，主主本的にはもっとも望

行方向で、あったにしても， ソ連の反対とドイツの不乗気を押切る見通しはなく.また外相

ヴィッティングらは， この連合そのものの有効性に疑いを抱いていたI0130かくして， ソ連

93) Maury Lisann，“Stalin the Appeaser，" Survey， 56. 

94) Krosby， The Petsamo Dis戸tte，p. 86. 
95) 1bi・d.，p. 95. ドイツは，すでにモロトフのベルリ γ訪問以前に下した結論に基いて 11月 19日芽

ソ合弁会社への利権譲渡を認めるにあたって， (1) ニッケル産出量の 60%をドイツが無期誤に取

得する， (2) これら出渡しに関する独・芥南政府間の現存協定をソ連が尊重する， (3) これらの
支払いは独・芽聞の決済を通じて行なう， (4)芽・ソ合弁会社がベッツアモ・ニヅケル会社にと
ってかわるに捺しては，後者とl.G フアノレベ γ との間に現存する協定はそのままとする， という
4条件を前提とする方針を決定し，向丹 25日，この言をソ連調IJに通告した (lbid.，p. 92)。

96) 1bidリ p.101. 

97) Upton， op. cit叶 p.178.
98) Ilな・d.，pp. 178-179. 

99) Paasikivi， Toimintani， U， 55. 

1∞) Upton， op. cit.， pp. 178-180. 
101) 1bid.リ p.l88.
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はフィンランドを自己の勢力圏下に確保する芸的で.その北欧中立への道を最終的に閉ざ

し客観的には同時を.ナヂ・ドイツの殺いた対ソ戦争準備の軌道に落 L込んでいったの

と、あるの

1940 年暮にソ連が示した今一つの重要な動きとして. ブ f ンラン F'の大統領選挙への

干渉を挙げることができるのフィンランド大統鎮カヅリオはすでに克たように病気のため

扶務不能であり，首相リュティが実質的にその立務を代行 Lているという変則状態が続い

ていた。そこで 11足27fJにカソリオは内閣に書箆を送って大統領辞任を申 LI1I.新大統

領が選ばれることとなったのであったI02h ところが， 12月6E14こパーシキグィが前述の

連合問題に関するソ連側党書を受領するためモロトフを訪れた時，モロトフはさらに，次

のようなコミュニケを読上げた。「われわれは，フィンランドの新大統領候補に閉して，干

渉 Lある L寸心、カミなる示唆をなすことも欲しないが.選挙準鑓は注意深く克守っている。

われわれ 1). フィンランドがソ注との平和な悶認を欲するか否カイι 誰が大統領に選ばれ

るんるによって， r引訴するであろう。タンネノレ・キヴ、 fマキ・マンネノレヘイムあろL、はスウ
ィンヒューヴドのような人物が大統領に選ばれる iならば， フィンランド、がソ連と結んだ和

平条約を守ることは欲しなL、ものという結論をわれわれがひき出すであろうことは，明ら

かであるlmuこれにたいしパーシキヴハえ 大統領選挙はフィソランドの純内設問題で

あると抗弁したが.モロトフはそれは言肯しつつも，なお，了われわれ自身の結論を下す

権利はあるJと述べた門そしてモロトブ(1，その後もパーシキヴィとの会見においてこの

r;:l題へのWl心は捨てず 12月lH11 ;二Lt. パーシキ，;〆 fにたいし. 1-JコJdっJLと Lて'1.
あなたにここ正モスクワJ 二L、て頂きょこL、が， ブ f ンランドた統領にな-)て下主ることケ

L. また歓迎するJと述べさえしたのであった104h

対ータト政策の決定に大きな権限をもっ， フィンランドの大統領選挙に関心を寄せていたの

は， しかし， ソ連ばかりではなかった。ドイツもまた成行きを注視しておう，駐芥ドイツ

公印ブリュッヘノレは，モロトフの申入れとほぼ同じ頃.本国政府から，下罵評にJ-.ってい

る人々のr+1キヴィマキがもっとも好支しい吉を適当な析にフィンランド{Jtljに伝えるようヨ司

令を受けていた川、マンネルへイムa.当面フィンランド、とソ述の関係の悪化は不利益でー

あるた l~l入 ドイツと Lても好主 Lくなかった IOti)。その?をドイツi工事lihl]. はじめは窺英主義

t;-と完敗していたリュティを.そのドイツの利益にたL、ナる理解の実績にかんがみ， 「性

格の~~\，、妥協的な侯補者やパーシキヴィ」より好ましい，と考えるにいたったlU73c このほ

か，イギリス側もまた. 12月 17FI vこ，外務省北欧課長をつうじ駐英フィンランド公伎に

たいし窺独論者ーとして知られるスヴィンヒューヴドまたはキヴィマキが当選した場合に

は，イギザスに好ましからざる影響を及ぼす言通告したのであったれ)吟。

1(2) Paavo Hirvikallio， Tasavallanρresidcntin vaalit Suomessa 1919-]950 [フィンランド共和国

大統領選挙J(Porvoo: ¥VSOY， 1968)， s. 85. 
103) The Blue-White Book， Document 51; Paasikivi， Toimintωi. 1よ127.
104) Paasikivi， Tounint似 i，1よ 129.

105) GDFP， Xl， No. 435， n. 5. 
1(6)じDFP，XI， No. 451. 

107) GDFP， XI， No. 525. 

108) Hirvikallio， s. 95. 
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ところで.フィンランドの大統領選挙は，まず一般有権者が選挙人間を選出し，この選

挙入国によって大統領が選ばれるという間接的な方誌が行なわれているが，当時あたかも

「冬戦争」によるカレリア引揚者の圏内定住が誌かどらず.選挙人名簿から脱落する恐れ

があったため，前回すなわち 1937年の訴の選挙人自に選挙を行なわせることとなった。

そして，再選挙人団による投票の結果，首相リュティが 300票のうち 288票を得て大統領

に選出されたので司あった10930ヒノレヴィカッリオの詳細な研究によれば， フィンランド大統

領がもっ対外イメージの重要さが選挙人団メンバーによって認識され詰諸諸外国の意思

表示がその投票に影響を与えたこと誌明らかである。リュティはソ独英の 3国すべてから

吉定された候補者として選出されたのであったっしかし，それにも拘らず，周到な記患を

欠いたモロトフによる意思表示は. フィンランド国内に， ソ連の内政干渉を強く印象づけ

たのである。

3. 独ソ戦争参加への道程

パノレノミロヅサ計画110)においては， フィンランドは，ルーマニアとともに， 対ソ戦争へ

の劉面からの「積極的な参加」を期待されており，ベヅツァモ地匿とそのニッケノレ主主床の

確長およびム/レマンスク鉄道の遮断を巨的としてノルウェーからフィンランドfこ進撃して

くるドイツの北方軍司〈第 21軍団の一部)を援助するはずであった。その擦のフィンラ

ンド軍の課題は，前記ドイツ軍司とともに進撃するほか，南の方で， ラドガ湖周辺とハン

コ紳を攻撃して可能なかぎり有力なソ連軍をひきつけることにある，とされていた。しか

し，ルーマニアと同じく，フィンランド軍についても.これをいかにしてドイツの指導下

におくかは， ドイツ参謀本部が適当なH寺擦に解決すべき問題であるとされていたの

このようにしてフィンランドはヒトラーの対ソ戦争計画の中に，位置づけられたので、あ

り，フィンランドの対独政策がもっ意味も，客観的には変ってくることとなった。しかし

表面に現われたドイツの対フィンランド政策は当面変化を見せず，いわばなしくずし的に

フィンランドを対ソ戦争の態勢の中に組み込んでいったということができるであろう O ナ

チ・ドイツは，フ 4 ンラ γ ドの戦争責任裁判の検察側の主張するように，対ソ戦争の意思

をフィンランド側と完全に諌通させていたので、はなく，むしろ距離を置くことによって，

フィンランドを有効に操作していったのであった。以下にそのプロセスをみよう。

まず， ドイツは， 1940年 11月25日に，ベルリン会談直前に決定した方針に基づき，

ベッツァそのニッケノレ鉱沫利権をソ連に認める前提条件としてすでに触れた 4条件をソ連

に提示したが，その核心をなすところの独・持間の現存協定尊重の要求は，モロトフが函

惑の裡に述べたように，協定内容を知らされていないソ連としては受容れようのないもの

であり 11円以後5ヶ月間にわたってドイツは，この事実上の無理難題によって，利権引渡

しの即時実現を迫るソ連政府にたし、するフィンランド政府の抵抗を側面から支えていくこ

とになるのである1iEhもっとも，その場合ドイツ外務省は， このような方向に踏切っての

109) Ibid.， s. 102. 
110) TMWC， XXVI， 47-52. 
111) Krosby， The Petsωno Disρute， pp. 92-93. 
112) Ibid.， p. 99. 
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ちもフィンランド・ソ連関の交主主に直接介入することは避け，むしろ後方からフィンラン

1-'を採り，対ソ交渉の引廷ばしをはカるらせる戦術をとった113)。しかも， ドイツ{閣は， こう

した志凶をフ f ンランド側に伝えることにおL、てすら慎重であり，ましてや軍事的手段に

訴えてもニッケノレ拡床を確保するという決意はまったく絡していたため， フィンランド側

においては. ドイツめ析しい方針に自己の対ソ抵抗の見通しを明るくしつつも 114九容易に

は1"'1'ツ{閣の真意を誤[Jりがたし神経を少なからず消耗させていたので、ある 115h

~)j. 対ソ攻撃決定にともない，カ込ねてから策定されていた「期|鹿作戦j を上廻わる

f銀狐作戦J(Silberfuchs)討画が， 1941年 1月27f3， ノルウェー占領軍司令部によって

立案された 116)。洋戦目的は， I当海に向け進撃してコラ半島のソ連軍を撃滅したのち，ムノレ

マンスク鉄道沿いに白海とフ f ンランド湾の間に介在する地峡に進出することであった。

主たこの作戦にあたって， I少なくともスウェーデンの消極的な参加」と「ドイツの作戦

計画に従った，布誌な軍隊によるフ fンランド、の積極的な攻撃参加」が必要とさ，れてい

fみその後 4月末にL‘たるまで，ニジパ銀狐作戦J，主， プ f ンランド{到の本格的な参画を

必要としない範屈で絞り i面されていった117)0 ¥， 、ったし、ヒトラーは，対ソ攻撃討画がソ連に

漏れることを恐れて， ブ fンラン F'v二たいしても軍事作戦計画を容易には打明けることを

しなかった。ハノレダーは 1月末， フィンランド軍参謀総長へ千ンリクスをベルリンに招い

て，冬戦争に関する講演を諒取したが，その擦にも，パノレバロッサ作戦には何ら言及する

ことえζく， しかもへインリクス方、らは， ラドガ湖東西両岸へのフィンランド軍8ヶ師団の

民間に要する ι数などの情報をえたのであったII的。もっとも， この当時， ドイツ・フィン
ランド両国軍部USjに対ソ戦争に関する密約が存在しなカ通ったことは事実であるにしても，

ブ f ンランド1&IJtJ ~ F'イツ側士官を屡々驚かせるような助力の熱意を示してし、たことは，注

口に{直しよう II昔、
このようなのちに， 4月 28f:l， ドイツ国訪軍司令官は，いよいよフィンランドをパノレ

λ ロッサ作戦に参加させるための軍事会談の計画をヒトラーに提出した。そこでは， (イ)

バルパロッサ計量i全体は知らせないこと， (ロ)対ソ軍事行動はソ連の侵略にたし、する反撃

とLて提案すること，の 2つが述べられていた山〉。ヒトラーの裁可を受けたのち， 5月20

I iに， トイツ{!tIJは.これも上記計画に従し¥シュヌーレをつうじフィンランド大統領リュ

ティにたいし，まず[政治的接融Jを行なった。シュヌーレは，独ソ関係が悪化しており

î， [~rf，l とも安全確誌の措量をとりつつある， ヒトラ--!よし、かなる場合にも戦争を始めること

を欲しないが.戦争の可能註も無視はできず， また;モロトブがベノレリンで要求した諸手IJ

益を獲得するためにJソ連ーがフィンランドやパルカン請昌を攻撃してくる恐れもある， と

すiJ置きして， Iフィンラント、にたいしてβ寸、る攻撃が行なわれた場合の軍事活動の調整」

113) Ibid.， pp. 103， 110. 

114) Ibid.， p. 96. 

115) Ibid.， p. 146. 

116) Krosby， Suomen valinta， Asiakirja 0:0 34 

117) Ibid吋 s.109. 

118) Krosby， The Petsarno Disρute， p. 125; Sama， Suomen valinta， s. 130. 

119) Krosby， Suomen valinta， ss. 144-145. 
120) Krosby， Suomen valinta， Asiakirja 0:0 45. 
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のためフィンランド参謀本部士官の訪独を促したヒトラーの提案を伝えたのであった。リ

ュティが戦後の戦争責任裁判の法廷で証言しているところによれば，かれは，フィンラン

ドが対ソ攻撃参加を欲さず，また列強間の紛争の圏外にとどまることを望むものではある

が侵略にたいしてはき衛するものであり， Iかかる自第戦争の擦に外部から援助があるな

らば， もちろん喜ばしし、」と答えた121)。そ Lて， リュティは，マンネノレへイム，首相ラン

ゲノレ，国防相ヴァルデン，外相ヴィッテインクやという軍・政界の有力指導者を招集し ド

イツの提案を受けいれるとしづ結論を得たので、あった。

かくて，フィンランド軍参謀総長へインリクスらは，特別機でドイツに派遣され 5月

25日から， 冨防軍参謀総長ヨードノレ AlfredJodl，プッシェンハーゲン大佐，その抱の軍

部高官と 4回にわたって会談を行なった。ヨードノレはパ/レパロッサ計画全体については触

れること主く，その中に含まれた3作戦のうちわずかにレニングラードをめざした北部

作戦について概説し，これと関連してラドガ湖周辺で攻勢に出ることをフィンランド軍

に要求したので、あった。このほか， ムノレマンスクに進撃するドイツ軍と呼応してベッツァ

モ地域で眼定的な防翁戦を行なうこと， ドイツ軍のカンダラクシャ進撃の援場， ドイツ寧

の支援によるハンコのソ連基地攻撃がフィンランド到に求められた。しかし ドイツ{閣は

そこでは協定達成を意図してはおらず，フィンランド代表もかかる権援はまったく有さ

ず，あくまでも長定の作戦討議の形をとって，技術上，作戦上の情報が交換されたにとど

まった122)。プッシェンハーゲンは， ドイツ・フィンランド関の軍事協力にフィンランド政

府が「致治的承認」を与えていない点を不講としていた123)。次いで，両国間の第2回目の

軍事会談が 6月313から 513にかけて，へ/レシンキで、行なわれた。開会の努頭，ブッシェ

ンハーゲンらのドイツ側代表は，フィンランド側から一通の覚書124)を手交された。 この

覚書は，マンネノレへイムと密接に協議してへインリクスが作成したものであり， I問題の

政治的{隠語の解決」を笑ってさきにドイツ側が提案した方策に着手する，旨の口上をそえ

また「ドイツ軍部当局による〔提案〕説明が立脚する思想には， フィンランドの軍人魂

Soldatenherzは歓喜せざるをえず， それは偉大な時代の霊史的前兆と解されるJという

前置きのもとに，対ソ戦争の際のドイツ軍にたし、するフ f ンランドの協力事項を，項目別

に記していた。ドイツ舗ではこの覚書を， I フィンランド'7]~今やザノレツブルクおよびベルリ

ンの会談の枠内で全面参加する覚告をなしている」証左と受けとり，ブッシェンハーゲン

はその旨本国宛報告した125hところがその写しをプッシェンハーゲ γから入手したヘイン

リクスは驚樗しマ γネノレへイムもまた激怒して，その受取りを拒絶したので、あった126h

この小事件からは， ドイツの対ソ戦争意図とその文脈の中でのフィンランドへの要求の意

味を丘ぼ推察しながらも， ドイツの勢力下に全面的に組み込まれることを避けて謹かな主

体性をも確保しておこうとするフィンランド‘軍部指導者の姿勢が窺われるであろう。しか

121) Krosby， Suomen valinta，部.157-158; Krosby， The Petsamo Disρute， pp. 171.!..172. 

122) Krosby， Suornen valinta， asiakirja n:o 48. 
123) Krosby， The Petsamo Dis.ρute， s. 174. 
124) Krosby， Sωnen valinta， Asiakirja n:o 52. 
125) Krosby， lbid.， Asiakirja.ロ:053. 
126) Krosby， The Petsarno Dispute， p. 175. 
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L. このへんシンキ会談をつうじて， フィンランド側は，ブッシェンハーゲンのいわゆる

「政治的承認jは欠きながらも， ドイツの対ソ戦争にあたっての. フィンランド軍の動員

・作戦， またドイツ空軍によるブ fンランド国内飛行場の使用などの結目に関して，実質

的に約束を-与えたことになった127h ドイツ側軍事使節団員の 1入は このようなフィンラ

ンド側の対応の論理的江主iJ達点を，次のように鋭く指指していた。「フィンランドが歓速

するのは， ドイツの軍事行動がまず開始されることであろう O それからロシアの挑戦によ

って仁対ソ〕攻撃にさそい込まれることを望んでいるのだJ128)。

このへノレシンキ会談の終了と同時に.北欧でのドイツ寧， またフ千ンランド軍の動きは

活発化した。大規模なドイツ軍がオスロおよびシュテッティンを船出してボスニア湾から

フィンランドに上陸しフィンランド領ラップランドに向った。ノルウェー北部のドイツ

平もまたフィンランド領に入り， ソ連国境に向った。フィンランド軍の動員は 6月 10日

に開始され，一部のフィンランド部誌のドイツ軍への編入が行なわれた。参謀総長へイン

リクスは， ドfツ側にたLもし， ソ f ンランド草の作戦準備は 6月 28日までに完了する，

と通告した。 6月比日大統領リュティ U" f仔関外交委員会をt召集し， ドイツとの軍事取
極を承認しここに再捜同の軍事協力は， I政治的承認、j を与えられた。 6丹 17日， ロヴ

アニエミに駐屯するドイツ軍司令部は，フィンランド棋にたし、し対ソ攻撃を 6月 22日

に開始することを示唆Lた。

それではパノレノえロッサ計画Jの決定以来ドイツ・フ f ンランド関係が以上のように

発展した11¥1. ソj告は， ブ f ンランドにたL、L.却何なる政策をとっていたで、あろうかの空

ず， 1940 年末カ‘ら翌年初に!Jゐげて，ソ連の対フ f ンランド政策の焦点;主， もっぱらベッツ

ァモのニッケノレ鉱利権問題)こ集rj-Iしていた。 Ji江草で、触れたソ連・フィンランド間の混合委

L~会は， 12月訪日に開かれたが， ソ連側Lt.新たにつくられる合併会社が現在の英加ニ

ッケノレの利権を引きついで操業の完全な責任を負い.方、つソ連が会社株の 51ノ4ーセ γ ト

を占めて事業経営の実権を握ることを期待していたため，交渉は早くも中断されざるをえ

なくなった12的。フィンランド側代表が協議のため局間Lてし、る問ソ連の新聞， ラジオは，

iばら〈体11二Lていf二ブ fンランド非難のキャンペインを再開L. フィンランドが「ある

併比主義強[むを後栢にしてL、る旨攻撃しはじめた136J30駐停ソ連公便ゾートフは.年末に

ヴ f ヅティング外相にたL、しベッツァモ問題の重要性を警告していた131)が，翌年 1月 18

1-1 ~こは，本国に召還されてフィンランドを去った巧折しも 1 月中旬に， ソ連は突如フィン

ランドへの輸出を停止した。フィンランド側にとって. ソ速のこれらの措置は，危機の前

兆として受けとられた132L

このような中で，フ f ンラン 1'"側代表は 1月末ふたたびモスクワを訪れ， 1月 27日か

127) Krosby， Suomen valinta， ss. 181-190. 
128) Krosby， The Petsamo Disρute， p. 175. 
129) lbid" pp. 105-108. 
130) Ibid.， p. 111. 

131) lbid.， p. 109. 

132) Ibid.， p. 112.ソ連のフィンランドへの輪出拝止は， r冬戦争」当時の異例!の寒気とそれに続く夏
の天候不顕によって農作物が平年の出来を 30%割っていたこの極北の冨に大きな打撃を与え，フ
fンランドのドイツへの経済的弦存を増大させる結果を招いた。
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ら2月 1113 にかけ，前後7自にわたり混合委員会が関かれた。フィンランド傑が行なっ

た提案は，戦時中の暫定措霊として， フィンランド政府がモンド・ニッケノレ会社から利権

を引継いでフィンランド・ソ連合併会社にゆだねるが，ただし操業は前者の手に残す，と

いうものであったが， ソ連側法，合弁会社が採掘から販売までを行なうのでなければ問題

にならないと拒否した。そこでフィンランド側は，一歩後退してこれを受容れ，合弁会社

が一切を引殺ぐことを認めたが，ただし合弁会社の持株は，フィンランド 51パーセント

にソ連 49パーセント，また経営の実権はフィンランド{離が握ることを主張した。これに

たいしてソ連側は，合弁会社の株は再国で 50ノ ζ一セントづっ所有すべきであるとし，

かつ専務耳元締役にソ連人を任命することを要求した13830フィンランド側は， とくに後者に

ついては絶対に受入れられないとし，かくてこの度の会談も，たちまちデッド・ロックに

乗り上げるにし、たった134)。両国間には冷却状態が続いた。

ところが， 1941年春頃から，ソ連の対フィンランド政策には，明らかな変化が現われ

はじめた。モスクワ講和以来駐芽公使としてソ連の対フィンランド悪意の権化の役割を果

してきたゾートフは 1月中旬モスクワへ出立して以降帰任せず，かわりにオノレロープ

訂aBeJIOpJIOBが非公式に公使代理を勤めたのち 4月24日にようやく駐非公使としての

詰任状を提出したが，かれは折からへノレシンキに帰っていたパーシキヴィにたいし，かれ

の任命の目的はソ・芽両国関係の改善にあると述べていた13%オルローフの公使就任は，

向ら従来の懸案を解決したわけではなかった。フィンランド外桔ヴィッティングは 5月

5日の会見でベッツァモ問題は経済的な基礎に立って解決すべきであるとして，さきの混

合委員会におけるソ連要求の撤回をオルロープに求め136乙また5月 10日には駐ソ外公使

がヴィシンスキーに従来のフィンランドの立場を改めて要約した覚書を手交したが， グィ

シンスキーは，ベッツァモ問題は3ヶ月以前と同じ段階であると指檎L，以後ソ連側から

は向らの回答もなされなかった13730

しかし飽面では，ソ連の政策には新しい局面も現われつつあった。 4月末と 5月初め

にパーシキヴィと会談したオルローフは，自分の見解であるとしながらも， ソ連政府がも

はやフィンランド・スウェーデン間の同盟には反対しないであろうと述べた138)。また5月

30日に離任の挨拶にパーシキヴィがクレムザンを一語れた時，かれの希望に応じてスターリ

ンが会見し，両国間の友好関係を希望し 2万トンの穀物をフィンランドに輪出すること

を約束した13930さらにこれらの出来事と平行して， ソ連は停止したフィ γ ランドとの通商

133) 1bid.， p. 128. 
134) しかし，この情況にソ連偶が焦麗しており，硬軟の手段をとり混ぜて，フィンラ γ ド侭jに自己の

要求を容認させようとしていたことは，事実である。混合委員会による交渉が事実上断絶した日の

翌 13. 2月 12自に， ソ連の外務人民委員次席グイシンスキー AHぇpe註忌日出HHCKI誌は， ブイン

ラγ ド公使パーシキヴィを招じて，問題解決にノミーシキヴィ「餌人」が乗り出すことを要請してパ

ーシキヴィから発言の無意味さを指損されたのは，その好例jであろう (Paasikivi，Toimintani， II， 
159.)。

135) Paasikivi， Toimintani， 11， 213. 
136) The Blue-WhtIe Bωえ Document68. 

137) The Blue-White Book， Document 71. 
138) Paasikivi， Toimintani， 11， 213. 
139) Paasikivi， Toimintani， 11， 216-218. 
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を復活したのこれらのソ連棋の行動の狙いは明らかでなL、っただ，フィンランドにたし、す

るソ連のこれらの宥和的な態震が，春以来いよいよ顕著化したフィンランドのドイツへの

接近を憂患するイギリスおよびスウェーデンがソ連政府に対フィンヲンド政策の再考を勘

きかけている中で、現われたことは，重要であろう。

それでは，以上の期間にフィンランド政府は，いかに国擦情勢を把握しいかなる対外

方針をたてていたのであろうかのこれまでの考察から，ナチ・ドイツが対ソ戦争意国をフ

ィンランド;こたし、し次第に明らかにしながらも.常に不明確な点を残すとし、う致略を用い

ていたことが明らかとなったが，断片的な諸史料.ことにアメりカ外交文書から，こうし

た政絡によってフィンランドが対ソ戦争参加へと操作されていった論理をひきだすことが

できるように思われるの

駐茶米公{更の本国宛報告によれば. 1月28日，フィンランド新大統領リュティは，か

れにたいして，国際情勢を語ったが，その際独ソ関保は決して良好ではなく初夏にはドイ

ツの対ソ進撃もありうると予測する一方， ヨーロッバの完全な崩壊を避けるために春には

現交戦国が「和平の基礎を見出すJことを望んでいた14830同じ米国公授にたいして外相グ

ィッティングは， 3月7日，大戦の展開とソ連の冨境への関心如何によってはソ連が新た

なプ fンランド長野各に出る可能性のあることを予想し国民の対ソ抵抗の決意を強諒する

とともに，「現交戦国間の早期和平を繰返し希望した」14130 同様の見解表明は，連会党の

ー有力致治家によっても行なわれており 142三当時フィンランド政府が，まったく予測のつ

かない国際情勢の中で.ただソ連の対フィンランド侵略の可能性のあること，およびそれ

がドイツの強国としての存在如何にかかっていること.の二つを確信していたことが明ら

かであるう。

その後数ヶ月の間に.模糊たる国擦構勢の中にドイツの対ソ戦争意図が明視されるよう

になってくると，フィンランド政府は，ナチ・ドイツの陣営にひきこまれていくことによ

うやく危倶の念を抱くようになったの 5月中旬に本国から帰任Lた駐瑞フィンランド公使

は米公使にたいしフィンランド国民の親独感情の高まりを指摘L.かれが会見してきた
「大統領，首相，外相、再訪相からなるj インナー・キャピネットが「可能であればL、ず

れの隣国の腕にも投げ込主れなしづ厳正中立の決意をもっているにもかかわらず，国内の

親独感情の増大が「かれらの政策にとって深刻な脅威Jとなっているとして政府首脳のも
つ不安を伝えるとともに，インナー・キャビネットが，この親独感情に対抗するためには，

「ソ連がフィンランドにたL、Lより協調的な精神を見せることが必要j，と考えていると

し.f反ソ感情が減ずれば均衡が回復され，望み通りの中立を維持しやすくなろう」との

考えを示したので、あった143L

140) Schoenfeld to the Secretary of State， Jan. 28， 1941 (FRUS， 1941， 1， 6). 
141) Schoenfeld to the Secretary of State， Feb. 7， 1941 (FRUS， 1941，よ10-11). 
142) Schoenfeld to the Secretary of State， Jan. 11， 1941 (FRζTS， 1941， 1， 2-3). 
143) Sterling to the Secretary of State， May 16， 1941 (FRUS， 1941， 1， 27-28).なお，重主答・ア
メリカ公痕も 4月26日付の報告で次のようにしるしている。「…当地の比較的階殺のひくい文民官
吏，およびフィンランドの知識人指導者や実業方面の指導者の間に， ドイツのヨーロツパ証震と戦
争における勝利を不可避なものとして受けとる傾向が殖えつつあり，最近いよいよ顕著になってい
ることはほとんど疑いがなL、J(FRUS，1941， 1，22-34.)。たしかに 1940年秋以来，ラプアに極右主
義者の集会が関かれて，ヒトラーの「新生ヨーロッパJ1こ同債を表現し (Frietsch，op. cit.， s.257; 
von Borrしゅ.cit.， ss. 371-372).，あるいはフイヅランド寂国家社会主義団体 ((Kansallissosialistinen
jarjesto>> <<Suomalais-kansallissosialistinen Tyojarjesto>) の結成が行なわれるなど極右翼の動き
が日立ちはじめていた。
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しかしすで、に見たように，このような工作もソ連舗にめざましい反応をもたらさず，

5見末から8月初めにかけて， ドイツの対ソ戦争へのフィンランドの軍事的連帯を決定的

なものとした南国軍部関の会談が，フィンランド政府首脳の承認のもとに行なわれてのち

8月 9Bには，大統領リュティは，政府閣議の席上で，国際清勢を論じ次のように言い放

つにいたっていた。「ロシアとドイツの問に戦争が勃発したならば，それは全世界の利益

になるであろう。ドイツは現在ロシアを打関するかあるいは少くともある程変弱めること

のできる唯一の冨であるしまたたとえドイツの方も戦いで弱められたとしたところで，

世界は損をしないであろうのロシアができるだけ弱められることこそ，われわれの救われ

る条件である。ロシアが戦争に勝てば，われわれの立場は因難に，恐らく絶望的なものに

なるであろう。………ロシアはしかもすでに恐ろしく強大である。万が一にもロシアが今

一年戦争に加わらずしかも他の強国が戦いつづけるならば， ドイツであろうが抱の国であ

ろうが，もはやロシアを打負すことはできなくなる。かかるが故に，残酷にひびくかも知

れないが， ドイツとロシアの間に戦争が勃発することをわれわれは望むべきだとさえいえ

る一一われわれ吉身は烏外に立とうと希望すること無論であるがJ144)O

このような中で， 1941年 5月22B早暁ナチ・ドイツ軍は対ソ攻撃の火蓋を切り，独ソ

戦争が始まった。同日午前9時にリュティ大統領臨露の下に関かれたフィンランド内関外

交委員会の賭上で，言紹ランゲノレは，この戦争においてフィンランドは「少なくとも宮下

のところJ(ainakin toistaiseks訪中立であるとしかっ，軍事情勢がフィンランドに及ぼ

す影響は，フィ γランド国内にあるドイツ軍の動き如鰐による，と報告した145%このよう

にして， フィンランドはとりあえず中立の立場に立ったので、あるが，同国はたちまち，き

びしい西屈の需勢の影響下にさらされることとなった。

まず，対ソ戦争にあたってヒトラーが行なった声明は，末尾の部分において，次のよう

にフィンランドをナチ・ドイツの盟国に仕立て上げていた。「……ナ/レヴィクの戦いの勝

利者は，フィンランド人間志と同盟し(im Bunde)北氷洋の沿岸に立っている。ドイツ軍

師団はノルウェ一征服者の指揮下に， フィンランドの岳由の戦士達はこれまたおのが元師

の指揮下にるって，フィンランドの領土を守っているJ。大統領リュティの示唆にもとづ

いて外相ヴィッティングは，在外出先機関と駐ぷドイツ公使にたし、しフィンランドは可

能なかぎり中立にとどまり，ソ連との関係も維持する意図をもつこと.ただしもしソ連が

フィンランドを攻撃してきたならば防衛する意向である旨を伝え， ヒトラーの開戦声明が

与えた印象を訂正しようとした146%これにたし、し ドイツ外務省は， 6月24自の新聞記

者会見で， フィ γランドが非交戦国であることを認めた。

しかしこうした動きの中で，フィンランドの動向にもっとも関心を向けていたのは，

いうまでもなくソ連であった。すでに6月22日の早朝， ヒトラーのラジオ演説が伝えら

れた直後に，ソ連機数機がフィンランド圏内に飛来して投弾しまたハンコ墓地の砲台も

フィンランド領内に向け火を吐いたので、あった。これらは示威的な軍事行動以上の意味は

もたなかったが，同日夜外桔ヴィッティングはソ連公使オノレローフにこの件を伝え抗議し

144) SSO (A)， n:o 45 (Jalanti， op. cit.. s. 339). 
145) Jalanti， op. cit.， s. 354. 
146) Ibid. 
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た14730オノレロープは，司自のモロトフの演説を引用して，かかる事実はなくむしろフィン

ランド機がソ連領内に飛来していると言い張ったが，結局調査する旨約するとともに，独

ソ戦争にたし、するフ fンランドの慈度を質問した。ヴィッテインクーは，その件は 6月25日

に国会が討議するであろう，またフィンランド領にたL、する侵犯が続くならば，フィンラ

ンドとソ連の関係を改善することにはならないであろう， と答えた。なお，オルロープ法

向日，ユナfテヅド・プレスの記者にたし、 L， ソ連はフ fンランドを好意的中立として扱

うが， もしドイツがブィンランド領を対ソ攻撃に箆用するならぽ，対抗行動をとる， と述

べていた。翌 23日，今度はモロトフが駐ソ・フィンランド公{吏ヒュンニネンを招き，フ

ィンランドに関するヒトラーの言明はなお不明確であると L，フィンランドはドイツ{闘に

立っているのかそれとも中立であるのか，と迫り， ソ速がフ fンランド.~二たし、し領土的野

心を持たないことを強調するとともに， ソ連は上記の質問にたいし明解な返容をうる権利

がある，とつけ加えた。相互の国境浸犯にたL、するやりとりののち， ヒュンニネンは本自

政府に照会する旨約束したが，すでに同日ソ連側a. フィンランドとの電話電報連絡を断

ち切っており，ためにヒュンニネンの照会電報が本省に到着したのは，ょうやく 24日か

ら25Bにかけての深更であった148h

しかし 6月26日になると， ソ連空軍i工、首都へノレシンキをはじめ， トクノレク・ヨエ

ンスー・ヘイノラその飽のフィンランド南部諸都市にたいし京範囲にわたる壌撃を行な

うにし、たったのこれは本格的な軍事行動で、あり，応戦したブ fンランド側が撃撃したソ連

堤撃機の数だけでも 26機にのぼった149らこの日予定通り‘ ブィンランドの独ソ戦争にた

L 、する態度を決定するための秘密国会が開かれたが.当初首相ランゲ〉レは.フィンランド

の大戦突入を妨ぎ中立を維持するための演説を準掃してし、たといわれる。 Lかしソ連空

軍の大挙襲来の現実に直面して， ランゲ、ノレ誌.大統領リュティとともに草稿を全面的に書

き改め，フィンランドにたし、する大規模な攻撃の結果戦争が事実上 (defacto)始まった

こと，ブィンランドが自衛行動に出る旨を宣言したので、あった。翌 6丹26日大統領リュ

テり主ラジオ放送を行ない， ソ連軍のフィンランド領空襲が，いかにモスクワ講和以来一

貫して続けられてきたフ f ンランドの独立を奪わんとする政策の帰結であったかを説明し

たのち，次の言葉で開戦演説を結んだ。「市民諸君!過去数世紀は，宿命によってわが国

が置かれた世界のこのー拐には.永続する平和は達成できないことを示してきた。われわ

れが東方からの圧力に堂に曝されているからである。この圧力を減じ，永遠の脅威を除去

し.来るべき世代に享福で、平和な生活を確保せんがために，われわれはここに訪衛戦争を

開始する。わが国民の生命をその手に握る運命の神に導かれて.われわれは究極の勝利ま

で戦いを遂行するJ150)0 このようにして。対ソ自衛の戦いとして「冬戦争Jにつながる

「継続戦争jは始まったので、あるO

4. ユホ・パーシキヴィの論理

147) The Blue-White Book， Document 73. 

148) Jalanti， op. cit叫 s.357. 
149) Jalanti， 0.ρ. cit.， s. 358. 
150) The Blue-VVhite Book， Document 74. 
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「継続戦争Jの前史において!駐ソ・フィンランド公費として活動したノミーシキヴィは，

ソ連とフィンランドの関係が常に危機をはらんでいたこの時期に， ソ連からいわば「好ま

しい人物J (persona gra ta)とみられていた例外的なフィンランド人であったi5130かれは，

常にソ連にたいする譲歩を勧告しそのためについに本昌政府の方針と対立して公使を辞

任するにいたったのである。以下，この時期のかれの外交活動を背景に，パーシキヴィの

見解を検討してみることとしたい円

いったいパーシキヴィによれば， 1われわれ小国にとって悲しく，また危険な現実jは，

「あらゆる〔国際〕法上の平等にもかかわらず， 小国と大患の聞に大きな較差が存在して

いることjであった152h このような中では，小国にとっては. 1中立政策によって独立が

擁護できれば素晴しいことであるJ153)0 だが，最近の軍事技術の発達は，紛争の中心から

遠く離れた冨々をも破誠にまきこむようになり 1問， 1遺穏ながら以前の中立政策では不十

分になったJ155)O 第二次大戦において，すでに 10を数えるヨーロッパ小国が中立政策で

失敗しているのが，その証左である 156% このような中では，小国としては， 1わが爵を最

終的な破局にみちびくような続争からは，あらかじめ身をひくか，これを避けておかねば

ならぬ。従来の主権の考え方にはあてはまらない『屈辱~ (noyryytyksi韮)といえども避け
ることはできないかも知れぬJ157)O

当時の国際政治における「小国j のあり方にたし、するこうした認識に立つパーシキヴィ

は，それでは，フィンランドそのものの国際的地{立をどのように考えていたので、あろうか。

パーシキヴィによれば，フィンランドは，文化的，社会的，歴史的に，また世界観や生活様

式においても，北欧に嘉しており，この生活様式を維持することこそフィンランド人にとっ

て死活の問題なのであった15%ロシアは，青年時代に遊学しその文化や文学に造詣をもっ

パーシキヴィにとっても， 1われわれにそぐわない，まったく加の世界」なのであった15君、
しかしそのことはロシアにたL、する敵意につながるものではなし、。大ロシア者自に近い

がゆえに友好関探を維持し敵対を取除くことが， I私がよく理解し認識した原理で、あっ

たJoI変えることのできない現実を認め，設治的に不可避なことを認めることは，政治に

おげる第一の原則なのであるJI60)0 そして， 1ソ連の軍事的安全長障とわが国が北欧と一体

でありつづけることの二つの目的を溝足させることは不可能ではないはずであったJI6l)O

151}パーシキヴィは，モロトフから， rcフィンランド人指導者の中で)ソ芽間の友好関係を欲している
のは，あなただけだ」とさえいわれたCPaasikivi，Toimintani， 11， 79.)。

152} 1940年 12月26付のパーシキヴィのタンネル宛書第よりの引用(Paasikivi，Toimintani， 11， 182)。
153)向上 (Paasikivi，Toimintani， 11， 185)。
154) Paasikivi， Toimintani， 11， 192. 
155)前掲タシネル宛書簡 (Paasikivi，Toimintani， 11， 185)。
156)向上 (Paasikivi，Toimintani， 11， 185)および Paasikivi，Toimintanι11， 192.その 10ヶ国とし
てパーシキヴィヵ:挙げるのは，オランダ，ベルギー，デンマーク， ノノレウェー，フ 4γランド，パ
ノレト 3国，ルーマニア，ギリシアである。

157)前掲タ Yネル宛書簡 (Paasikivi，TOf:mintani， 11， 186)。
158) Paasikivi， Toimintani， 11， 191. 
159) Paasikivi， Toimintani， 11， 192. 
160) 1940年 10月末のパージキヴイのリュティ宛書簡 (Paasikivi，Toimintani， 11， 192) 0 
161) Paasikivi， Toimintani， 11， 191. 
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ところで，以上のよう主見地に立ったと Lて，問題は. ソ連が現にフィンランドにたい

していカミなる自的をもっているか、であるn そのばあい，核心となるのは， ソ連の対フィ

ンランド政策が、パノレト三足にたL、する政業とl司じ百的合もっていた虫込否か，にあろう円

i パルト諸国の j虫、!l~， ~t ， ι冷込ら見JL (f. ~ìì~-;ニ不確〉となものであった円 1920 年代にすでにエ

ストニア人自身が1111どよ 7な怠見であっとハ大凶ソ速が地位を回復Lた暁iニラ F大転!)まだ

とはとんど旋ド11もできなL、Jといわれるようなフィンランド湾の東隅にお Lこめられて満

足していることはありえなカミったヮバルト沿岸諸国がソ速に併合されるのは，ただU~i:n\l の

問題であったムこれにたい L. ブ fンランドの地位は常にバルト z諸国と別であったのブ
f ンランドl工科殊な立場に立ってきたのー・ピョートル大，t(/(l. ブ fンランドを征服して 8

年間これを保持したが. まったく岳発的にスウェーデンに返却した。……アレクサンドル

1 iせが， ロシアにとって江 f軍事基地i以上の利益はもたらさない特殊な地泣をブ f ンラ

ンドに与えた事f育は， ロシアがフィンヲンドを， ロシアの能の部分と同じように帝ほにと

って不可分な部分とはみなさなカ為ったことの証左と見ることができるJ()ところで「ポリ

シ乙ヴ fキ{工、それにも併Ltニロシア，吊:自主義者に変じたっ…・ーだが， もLポリシニ 1，/1 

キがifI.なる帝国主義者であるのなら‘・・・・・・かれらと理性的に話し合うことが l可能であろヲ司

Lかしかれらには共産主義というイデオロギ一的(1的もあって，これがソ連帝国をまと

める力になっ ~C いるように思える円このために，わJt われの地位し仁一層困難に，かつ危険

なものになってL、る -j162L このようにして、 パージキヴィa， ソ連の対フィンランド政策
が，客観的な条件や歴史的背景からして恐らくはノミルト 3迅にたいする政策とは異なるは

ずであると室長推しつつも， なおも不可測なことを認めざるをえなかったので、ある。 しか

L壱 f結論を裏づけるだけの要因がわず刀、であるかあるいはまったく欠げているところに

対外政策の国難さがある」にしても， iしかもなお決定は下さねばならなかったJl切っそ

してノミーシキヴ fは.本稿が考察の対象としている時期におし、ても，ほとんど信念ともみ

える態度で， ソ速の要Jドにたいする譲歩を主張しつづけたのであった。

さて.モスクワ講和ゎ締結後. 4月15日に駐ソ公捷としてふたたびモスクワの土を路

んだパーシキヴりにその:~訂後に外相 1'1' 1 ';Jティングに宛てた書商の中で，向後のフィ

ンランドがとるべき対ソ外交方針を次のように勧告していたの「私の晃解では.わが政策

の主要な努力は.できるだけ〔ロシアの〕疑惑の軽減をはかることに向けられるべきであ

るわ f弓故ならスターリンが昨年の秋在、に述べたように『地理にたL、してわれわれはfnJもで

きないL，あなたがたも何もできなL、Jからで島る。地理は， ロシアが，たとえそれがし、

かに困難であろうと何とかして一緒にやっていかねばならないわれわれの巨大な隣人であ

り続けることを物語っている(> Sto djelatj!モスクワ講和のあと，われわれの地位はし、

ちじる Lく語化しており， 1721年に続いて 1741~ 43年と 1808~ 09年がやってきたよ

うなことが起らないようにするには，わが政策上;れ、やが上にも慎重でなければなら iな

しづ164)0 i:苛酷Jであり， ソ連が「不必要な位の大きな要求をしたjそスクワ講和は，もは

やlEすことはできず， iこれを基にして生きなければならなLづという以外には「何が将

162)前掲タンネ/レ宛書簡 (Paasikivi，Toimintani， 11， 181-182)。
163)同上 (Paasikivi，Toimz'ntani， 11， 181)。
164) Paasikivi， Toimintani， 11， 4， 
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来起るか判らないj16;，)状況の下で執務をはじめたノミーシキヴ什工，当初はしばしの間， ソ

連がフィンランドにたいして示す強い疑惑や講和条約の履行にたいする徹底的な要求に悩

まされはしたものの，モスクワ講和の枠を出た要求はもたないものと考えていた166)。ただ

フィンランドと土砂:三国との中立同盟にたし、ずるソ連の反対は，パーシキヴィにとっても

「理解し妻都、J措量であった16730

このようなパーシキヴィにとって，やがてソ連が6月下旬からモスクワ講和条約の枠を

越えた一連の要求を突きつけてきたことは，いささか予想外であった168)にせよ， 紛争の

危険を回避するために，そしてまたフィンランドにとってさしたる価値を持たないという

理由1693，あるいはフィンランド、にたし、し危験を及ぼさないとL、う条件の限りで1703，ソ連に

たし、する譲歩を本国宛勧告したので、あった。しかし流石のパーシキヴィも， 7月から 8

月にかけてソ連の対フィンランド態度が険悪化し国内でSNSの活動が活発化すると，当

時バルト海をへだてて三国に超りつつあった事態に日夜思いを致さざるをえなかった171%

バーシキヴィにとってバルト三国の事態は， レーニンらがめざした少数者による革命の理

念に沿ったものであったが172)，S N Sの活動H的がたんにソ連との友好関係の強化にとど

まらずバルト三国におけるような事態を狙っているので誌ないかとしづ疑惑は，パーシキ

ヴ4の脳裡をも，また去らなかったので、ある 17330しかもフィンランド圏内には不満が増大

しつつあり， r冬戦争」当時にみられたような「見解の一致j(yksimielisyys)はもはや存
在しなかった17430このような中で8月22日モロトフと会見したパーシキヴィは，かれの

不安を日記に次のようにしるしていた。「会談誌憂欝だった。それから正しい結論を引出

すことは難しし、。モロトフは何も脅迫めいた言明はしなかったが全体の色合いは『フィン

ランドの支配層』の敷設であった。モロトフやほかのソ連指導者達は，フィンランドにノ二

/レト諸国と同様な運動がおこり，その助庁でフィンランドがソ連に併合されるよう望んで

いるように見えるj17;，)。そしてパーシキヴィは，同Bの会談について本国政府に宛てた報

165) lbi・d.

166) lbid. 

167) Paasikivi， Toimintani， 11， 51. 
168)たとえば，ソ連のベツヅアモに関する要求は， I母国がベヅツアモ地方にたいして関心を抱いてい

ないという印象を抱いていたパーシキヴィを驚かした (Paasikivi，Toimintani， 11， 138)。
169) これは，オーランド群島およびベッツアモ問題に関してあてはまる (Paasikivi， Toimintani， 11， 
94， 141)。
170) これ立，ハンコ師にいたるソ連軍国内通過問題に関してあてはまる CPaasikivi，Toimintani， II， 
113)。
171) Paasikivi， Toimintani， 11， 63. 
172) r民主主義の理念によれば，多数者が支持するやり方がとられなければならない。たとえかなりの
数いたにせよ，少数者である以上，強制され『不当に扱われ』ても民主主義のノレールでは文句は言

えないのだ。レーニンや能のポリシェヴィキ連は，この点で考えが違っていた。かれらの理念に従

えば，必ずしも多数者できうる必要はなく，精力的な少数者であれば，数は少なくとも，条件さえよ

ければ，革命と現状顛覆を企てることができるo 国民がマルクスの教えをよく信奉して幸福になろ

うと欲しないのならば，暴力で強制せねばならぬ。これは正しく良いことなのだ。バルト諸国での

やり方は，レーユンの教えに適合LていたのであるJ(Paasikivi， Toimintani， 11， 62-63)。
173) Paasikivi， Toimintani， 11， 63-64. 
174) Paasikivi， Toimintani， 11， 71. 
175) Paasikivi， Toimintani， 11， 82， 
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告の中で，同議の憂患を述べたうえでその対菜として，r人為の限りJ(1¥1enschenmog liches) 
をつくしてソ連に軍事干渉の口実を与えなL、努力をすることと並んで. SNSの運動を

「精神的な力」によって無力化すること，国内に張りめぐらされたスパイ網を顕窓して発

三に慎重であること，モスクワ講和が〈現実のもの 1 ( t osiasia) であることをほ誌に明誌

にすること，などを勧告したのであった176)。

このような夏の危機が去ったのちも. ソ速がフィンランドの設府指導者に長えている脅

威感は消滅することがなく. r冬戦争」の前夜の主主ソ交渉ではパーシキヴィと1.'1Jじく譲歩
を主張していたタンネんも，モスクワ講和以来つのる ~Jjのソ述の新たな要求に，かつて

の自己の主張にたし、 Lて懐疑を深めていったが.パーシキヴィ(.t.対ソ政策に関する当時

以来の自己の主張を，いささかも動揺させることはな汐為った17η。そして，そのようなノミー

シキヴィの基本的姿勢は. 1940年暮から翌年初春にかけてのニッケ/レ問題をめぐる対ソ

交渉の道程でも貫かれ.ついに本国政局の方針と決定的に対立するにL、たるのであるn

この交渉において/ミーシキヴィ '1. 本国政府の方針にたし、し，ひとつの根本的で明確な

批判をもっていた。かれは回顧録のr{Jで書いているの「法律的な読点からするならば事は

簡単であったの ブ f ンランドはすでにニ yケル鉱沫の利権をイギリスの会社に与えてお

り，その契約に不満はもっていなかったから，問題はまったくなかったのだのもし:j:t:をiL

律的ピジネス的にだけ考えればよいのであれば簡単であって. ロシア人にもドイツ人にも

駄目だ，といえばよかったろう弓……しかL. このように簡単明瞭なやり方では通肝しな
かったのだのわれわれは一事合法律や権利に基づいて自由に考えることはできなかったので

あって，政治的な観点に基づいて解決をはからねばならなかったのである J178)1)パーシキ

ヴィによれぽ，そもそもこのニッケル問題はソ速にとって経済的にはわずかな師値しかも

っておらず，実は「ソ連a，ニッケル企業の経営をわが手に握る努力をつうじて， {也のiJ!il
国を締め出し何よりも……このムルマンスクの関門地域を勢力国下に収めようと望んで

いた」のであって， ソ速の動機がこのように政治的であるところにこそ危険があったi79h

ところが， ニッケノレ担当題に利害関心をもっドイツもイギリスも. ソ速を刺激することを恐

れて，表立ってフィンランドに援助を与えようとはしな/).った1MILことに「ドイツはわれ

われに強硬態震を焚きつけはしても，いざ紛争が勃発した際に援げると L、う約束は何もし

ていな」かった181Lこのような情勢の中では， rニッケル問題のように〔フィンランドに
とって稲値の〉詑較的小さ記事柄で，われわれが紛争の危険に身をゆだねる余地はな

L ¥11的〉のであった。

176) Paasikivi， Toimintani， 11，81-82.しかし，そのあとパーシキヴィはまたすぐ詰を継いで次のよう
に述べている。「だが，どんなにわれわれがソ連を満足させようと努力したところで，その揚匂に
戦争が選けられなくなる，と L、う可能性も考患に入れねばならむj。

177) Paasikivi， Toimintani， 11， 183-184. 
178) Paasikivi， Toimintani， 11， 165. 

179) Paasikivi， Toimintani， 1よ 156.
180) Paasikivi， Toimintani， 11， 165. 

181) Paasikivi， Toimintani， 11， 161.パーシキヴィは， I当路者jに宛てた書簡の中で， 当時このよう
に述べ，さらに語を継いで，次のように吐きすてていたo i大習はすべて同じように手詰勝手であ
りわれわれ小屋は間に挟まって苦労をする。この世界で f上品な国~ (ans埠ndiganationer)といえ
ば，われわれ小屋だけだム

182) Paasikivi， Toimintani， 11， 152. 
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1941年初冬のニッケル問題をめぐるソ連の態度から，フィンランドに真に危険が追って

いると考えたパーシキヴィは，解決策としてニッケノレ革床地域を他のソ連領と交換するこ

とまで考えて本固に提案したが，問題とされなかった18330さらにパーシキヴィは，混合委

員会による交渉が桔礁に乗りあげた翌日 2FI 12 Bにヴィシンスキーとなした会談で，か

れ独岳の妥協案を示唆しまたこの考えを本国政府に具申した。この妥協案とは，ニッケ

ノレ合弁会社の専務取締役はフィンランドから出すが，持株数と重役メンパーは芥・ソ平等

としかっ重設会議議長は両国が年次交代で、勤めるというもので，また技術者の 5分の l

はソ連人を採用するという内容であった。外相ヴィッティングは， しかし，大幅にソ連に

歩み寄ったこの妥協案を問題としなかったのみならず，バーシキヴィがヴィシンスキーに

その考えを伝えたことは，公使としての権限を越えた行為で、あるとして，議案した184%当

時フィンランド外相ヴィッティングとパーシキヴィの関係はE増しに疎隔になりつつあっ

た。ヴィッティングは駐茶ドイツ公使ブリュッヘノレにたいし明らさまにノζーシキヴィの

提案の無意味さを語り，当時のベッツァモ危機は， ソ連がフィンランドの神経や芥独関係

をためす試金石として起っているものであって，フィンランド政府内の「臆病者」だけが

ソ連の行動を宣戦布告の前触れと考えている. としていた1号九この両者の懸隔は，パーシ

キヴィとヴィッティングないし本画政府首脳との間の対ソ関係にたL、する基本的観点の相

違のほかに，モスクワに駐在するパーシキヴィを，本国外相の地位にあってドイツの臨然、

たるフィンランド支持の慈愛を読みとっているヴィッティングが，まったく無情報のまま

に置いていたことにも発していた。 2人の自信家の和解は， もはや不可能であった。

さて，このような中でパーシキヴィは， 1941年 2月には，駐ソ公箆としての辞意を囲

めるにいたったのもともとかれは，当初3ヶ月の約束で駐ソ公使を引き受けたので、あった

が慰留され，さらに9月の辞任予定が年を越して延びたので、あり，かれはし、よいよ 5月に

は解任されることを希望したので、あった。

このパーシキヴィの辞意、は. ソ連・フィンランド関認が望み通りに行っていないことに

よりいよいよ固められたの 2丹20日付で外相ヴィッティングに送られた解任希望の書簡

において，かれはその理由として，外交政策に関する外相と吉分の見解の不一致，外相が

自分の政治的判断力や経験を信用していないこと， 1"破滅にみちびきそうな致策にしまい

まで開会う気はないことJを挙げていた18830さらに3月，パーシキヴィは解任方を上申に

一旦帰国し 5月末の辞任を認められたが，本国でかれが見関したのは， フィンランド国

内を俳倍するドイツ人が独ソ戦勃発の噂を公然、と語っていることであり，またフィンラン

ドでも，そのことが一般に信じ込まれていることであった。フィンランドの軍指導者は，

冬戦争でのソ連軍の弱体ぷりからドイツの楽勝を予想していた凶730モスクワに帰在したノミ

ーシキヴけま， ソ連の能力を過少評価することを警告した報告を，本国宛にしきりに送っ

183) Paasi記vi，Toimintani， 11， 157. 
184) Paasikivi， Toimintani， 11， 160; Krosby， The Petsamo Dis，ρute， pp. 140-141. 
185) Krosby， The Petsamo Dispute， p. 143. 
186) この書襲は，末尾を， rこれで再方が満足するように事が片付くわけだj とLづ捧烈な皮肉で結ん
でいた (Paasikivi，Toimintani， 11， 202) 0 
187) Paasikivi， Toimintani， 11， 206. 
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た円またカミれは，広大なヨーロッパ・ロシアを征壊することi土ドイツの能力を越えている

ことも，指掃していた1的。このような警告を最後の仕事として. 6 丹~~ [1.パーシキヴ f

( t~Jì:ソ公使としての生活に7]IJ，{ lを告げ，在地を去ったのである内

帰(i号した翌E大統領リュティを訪ねてパーシキヴィが開陳した豆:見は.当時パーシキヴ

イt/:抱いていた国際情勢予測を伝えて興味深いっ日記で、かれは書いているゥ「もしドイツ

がソ連にたいして侵略戦争を始めるとすれば，敗北に終る可能性がある，と在、はいった門

:~11 にソ連は考えられて L 、るよりも強く，ずっと激 Lい抵抗ができるであろうの弟 2に，

ソ連は和を乞うことなく戦し、を続げ.そのうちに英未が敵に加わってドイツが負けること

になるかも知れない弓ドイツぽ抵抗を潰滅させるほど手ひどくはソ速を粉砕する能力がな

いであろう n 一一また荘、~i， 自分の意見では， ソ連の軍事力が過少評価されている， と強

aJi~j し f二ゥ事が防備戦争となれば，スターリンは同民を周囲に結集し同氏の大指導:去とし

て立九 f'. ることができる。かれは戦いをあ~l(t，東に後退はしても降伏しないであろう。そ

二でドイツが Lまいに長けると tC，{l~工， ソ述は?当然新 i一人、ヴェノLサ fユ講和を*-;Iiぶ立場と

!s:.らう。その11与われわれは i人ぽっちに，なるが， クレムリンはわれわれの仕打ちを忘れて

はいまいJI粉。 しかし「実に多くのフィンヲンド人と同様に， ソ連がフィンランドを征

服する努力を決して捨てていないと確信しているJヲュティは， Iフィンランドの唯一つ

の救し、はドイツがソ連を粉砕することでありム当時フィンランドがとっていたコース以

外には. Iわれわれには位に選択の余地はまったくなLゴとの意見を述べたのであった。

三、:耳誌を離:).Lてのちのノミーシキヴィ，t.Liや F1ツとj互主カペ1:'pa vinst och forlust'に

/三っ fこフィンランドの地位を憂慮するのみであった I~I))O 6月 221Jに独ソ戦が始主った時，

無為の宝ま戦/ftにをき込まれることに失地凶復の望みを托したフィンランド政肝首脳とは

逆iこ，パーシキ，;/ィ l主， 1-フィンランドを戦争の圏外に霞いて，戦争によらずしてモスク

ワ議和の長志の点を〔ソ連と交渉して〕直すように努力するj ことを期待した。何故なら

ihれわれ//;¥.サ、に対処するかにかかわりなくヒトラーが始めたドイツの侵'略は，われわ

れにとって利益となるものだ。ただしそAU1. われわれが自分の方から戦争に介人するこ

とはしなかった場合だげの話であるJlめ σ

5. 社会主義者による批判

社会主義者の111からのブ f ンランド外交批判として注目すべきもののひとつは，[j"白出

の言葉』誌 (VapaaSana)に拠ったフィンランド社会民主党左派の運動であろうの元来と

れら社会民主党左派の人々は. 1930年代初めから社会民主党内部での動きを活発化し，社

会民主党右派の指導者-の下でいわば眠り込主きれかけていた社会主義に再生の怠吹きを吹

きjさしうと努めていたのであったっ古手の社会民主党幹部である¥~7'、 f ークヤヘロと :~O 年

代iこ『持火J誌を刊行し，また 19:16年の国会選挙には人民戦線戦術を採用しているフィ

188) Paasikivi， Toimintani， 11， 208. 

189) Paasikivi， Toimintani， 11， 208-209. 
190) Paasikivi， Toimintani， 11， 212. 
191) Paasikivi， Toimintani， II， 219. 
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ンランド共産党の支持をも受けて当選した若手メンバーとの相違はあったが， 1"冬戦争J

後は『自由の言葉』誌の発行のため合流し タンネノレに象徴される社会民主党の右派幹部

にたいする言論攻撃を一段と強化したので、あった。しかしかれらはまもなく，ブィ γラ

ンドの独立擁護をナチ・ドイツの再評価の中で考えようとする極右派すら拾頭する社会民

主党の中で孤立し 9月27S，党より追放処分に関された192)0 (p. 248の構註参照)

F自出の言葉i誌の運動において特徴的なことは.労働者階級の利益擁護の主張が， 1"冬

戦争」中以来フィ γランド国民の問に形成され，かつ政府によって利用されてきた「挙国

一致Jの原理にたし、する「富由」ことに「言論の自由」の要求というかたちで，押;甘され

ていたことであるo 1"挙国一致」の論理は， 1"全国民Jの「見解の一致Jの名のもとに「労

働者階級の主張である「社会主義Jを忘れさせたばかりでなく，とくに「冬戦争」がソ連

にたいして戦われたことにおいて， 1"社会主義国jを敵として成立してさえいたのであっ

た1告830このような見解に立つこれら社会民主党左派分子は， [J自由の言葉J誌内タトでの言

論活動において， しきりにソ連との友好関係の必要をといていた。たとえばヴ fークは，

無産階級が， 1" EI国の平和を譲護するためのみならず，おそらくはソ連が間もなく，黒い

勢力にたいするヨーロッパで、の唯一の反対者となるであろうがゆえに」ソ連との友好関係

の樹立を利益とするのだと書き1附，またスンドストロムは，大戦の彼方への展望の中で，

フィンランドが， 1"社会主義大国」と隣接することに幸いされて，独立を維持しつつ「社会

主義国家」となる可能性を述べてL、た105Lこのようなヴィークは，フィンランドの対ソ戦

争参加を決定した国会の露ιj攻;育がf司会にたいし秘密主義をとってきたことに遺婚の意
を表し主た言論の自由の制捜が国民の独立と平和への希求の実現を妨げてきたと 1人

抗議したのであった186%

ところで，フィンランドの対ソ政策にたし、ずる外側からの批判者の中でも， [J自由の言

葉』に集う人々よりも，内政上はるかに大きな影響力をもち，さらには外政面においても

政府からソ連との内通ないし呼応を警戒されていた勢力として，「ソ連・フィンランド友

好協会」があった。

fソ連・フィンランド平和友好協会J (SuomenふJeuvostoliiton rauhan ja ystavyyden 

seura.略称は SNS) は， 1940年 5月22日. 1"冬戦争j以来の獄中生活から釈放されて間

もない元社会民主党代議士リュオマ MauriRyoma 1めを議長とし，へ/レシンキにある左

翼紙「ソイフトゥJ(Soihtu 198)) の事務所で開かれた会合で、結成されたものであり. その

192) John H. Hodg同九 Communismin Finland. A History and Interpretation CPrinceton， New 
Jersey: Princeton University Press)， 1967， p. 190. 

193) Johan Helo，“Sosialismi， yksimielisyys ja jalleenrakennustyδmme" (社会主義と見解の一致と
われわれの再建事業)， V~ρaa Sana (自由の言葉)， n:o. 1， 24-7-1940， s. 3. 

}94) Vaρaa Sana， n:o. 2， 2-8-1940， s. 2. 
}95) Cay Sundstrom， '‘Sosialidemokratian harhalaskelmat ja pelastus C社会民主主義者の誤算と救
済JVapaa Sana， n:o. 1， 24-7-1940， s. 8. 
196) Salaiset keskustelut. Eduskunnan suljettujen istuntojenρoytakirjat 1939-1944 (秘密討議，
国会秘密会議事穀)， Koonnut ja huomautuksin julkaissut Atos Wirtanen (Lahti Caius 
kajanti， 1967)， s. 96-97. 
197) リュオマの逮捕された事需については，小著 f東=北歌外交史序説ーソ連・フィンランド関係の
研究ー.!I(東京，福村出版， 1970年〉を参類。

198) この新開については，前掲小著を参照。
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場で採択された会期によれば，同協会は， ソ連・フィンランド間の平和的・友好的関係の

強化と丙再開の経済・文化交流の前進を日'['-]と L.そのために集会，祭典，講演会などを
はき， また新聞に寄稿したり，出版物をtHしたりすることになっていた1油、協会は，議長

と4名のfE境メンパーおよび2名の予指メンパーからなる指導部のもとに， iiE地方に支部

をl;'}:(tて活動ずることとなった円設立会議は河持に。声明を発表しフィンランド・ソ述

;;司の非友好的な関係はフィンランド国民を新たな不幸と受難i二導くのみで、あると L、〉確f三

がら SNSがi設立されたこと，主たブ fンランドが当時直面していた経済的な困難は， ソ

速にたL、する経済的文化的関採を改善することによってのみ税却 Lうる， とした20036この

声明で注目すべきは，それが「許からこれらの註的によって仲間うちに詩弘、足跡を残して

きた労働吾陪設にとくに」呼びかけていたことであり， また「フィンランド労働組合中央

河盟J(Suomen Ammatti-yhdistysten Keskusliitto，略称は SAK) とフィンラント:'tf~ 会民

iミ党それぞれの幹部がフィンランド・ソ連問の友好関部樹立に反対 Lてレるとして，カミ，tL

ら((非難してL、ることであっ/この

ところで， SNSの設立に先立ってリュオマはそのむねを予めi任務省、に通知してレたが，

内務省からは格別規制もりなわれず.運動はJI展調に滑り出すかにj君、われたが.設立会議が

作成した上記の声明が内務省所管の情報活動挨関部に提出された時，官官記の SAKおよび

社会民主党幹部にたいする非難を含む箆所，および「ソ連・フィンランド友好関係を確立

することな Lには，わが国民が現今の諸問難を克服すること，す年わち，戦争不兵者やカ

レ 1)ア引揚者ヤその他の戦争犠牲者を悲惨から設済すること t・勤労人民の生活ケ保護す

ること{).不可能である J と述べた詰所が，発表に先立ち ì~IJI訟を命ぜられた似〉。このよう

に Lて SNSは.その楚足の当初から，すでi三政府主h¥jとの車L'棄の種を出していたのであ
るの

きて，活動を開始した SNSは. 5月 31日に第 11吾呂の大衆集会を開いたのを皮切り

に. ソ連・フィンラント'N¥lの通商関係の可能性についての講演会などを栢次いで、首都へん

シンキで開き. 7月 12. 15の両fl訂なわれた部会 4[u]の集会には，合計 1800名の協会員

が参集 Lたと L、われるの大衆集会はこのほか， ト，)ノレケ. タンベレ， ラハテ fでもi靖カ，)，( 

たどり2)0--Jj， SNSは，その抱の方法による活動も進めつつあったつ まず， フィンランド

の主要新聞を利用して行なう宣伝活動は， uウーシ・スオミ Jl(Uusi Suomi)や『へノレシ
ンギン・サノマ y トJJ (Helsingin Sωwmat)が検関当局の意を受けて SNSの有料広告

の揚載を拒否したことにより挫折し 5月下旬には早くも. SNS，土，この事i育を訴えた

無汗可ピラを配布するにL、たった。また SNSは， フィンランド政府の関佼，国会議員な

どにたいする手紙や代表派遣による陳情戦術ぷ式みた。すなわち. 5月末に SNS 工、向

L大臣コティライネン V.A. Kotilainenに書簡を送り対ソ経済関係の出発化を訴え. ffll 

199) Sakari Karttunen， Ystavyys vastatuulessa : Suomen-Neuvostoliiton rauhan ja )'stavyyden seuran 
myrskyinen laival vuonna 1940 [逆患の中の友野-1940年におけるソ連・フィンランド平和友好

協会の嵐の道一J(He1sinki: Tammi， 1966)， s. 41.なおこの1flJ立会議にはリ 1 オマのほか11名が

参集Lた。
200) Ibid.， s. 42. 

201) Karttunen， s. 44. 
202) Ibid叶 s.49-51. 
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時に教育相クヅコネ γAnuiKukkonenに，経済関係の強化のためには文化交流が必須

である旨を書きおくった。ついで 6月初めには，国会議員全員にたいして，民主的な国家

組織に停るものとして検関税度の廃止を要求する手紙が送られた。しかしこの手紙戦術

は，まもなく，政府が SNSをきわめて危険な団体とみなす発端となるにいたった。 SNS

は， 6月26日付で国会議長に書簡を送ったが，その中で現政府を，好戦的な政策を行な

っていると非難しフィンランドの経済的苦況に責任があるとしまた SNSにたし、して

挑発的な言動を行なっていると攻撃した。そして，このような論拠にもとづいて， SNS 

は現政府を無能とし，フィンランド・ソ連間の経済的・政治的・文化的関係に素面白に関

心を持つような政貯の形成を要望する，とした。公安警察当局は，政権交代を要求したこ

の書簡を重視して 7月初めに署名者であるリュオマとヴィレニウス LempiVileniusを

取調べ，さらに同月末には，首程リュティがリュオマを呼び出して詰問した。そしてこれ

らの調査ののち， 7丹26日に政府は秘密閣議で， りュオマとヴィレニウスの逮捕を決定

しfこO

7月末からは， SNSは大衆集会をいよいよ活発に開くように主り，一方これと平行し

て，警察も強い規制を加えるようになり，路上ではしばしば激しい格闘が演ぜられた。 8

月 213 Vこは， I冬戦争Jの義勇兵に応募して場国中のフィン系アメリカ人が，首都へノレシ

ンキで集会主宰者の 1人を射殺するとLづ事件が起ったし トウノレクでも 8月 113に警察

側の発砲で通行人が 1人死亡する事態になった203)。このほかポリ・タンベレ・ラハティ・

クオピオ・ケミその抱でも，規模は小さいながら，同様の状況が続いていた。しかしこ

のような一連の事件ののち， SNSの活動は，当局の大衆集会禁止措置の結果として急速

に衰えてレった。 SNSは逮捕によって指導者がめまぐるしく交代しながらも， 10月下旬

には年次大会を開き，また9月からは機関紙『人民ニュースJl(Kansan Sanomia)を発行

し ソ連事情に関する講演会などの文化活動を続けたが退潮はおおうべくもなく， 12月

23日に政府の申請にもとづき高等裁判所が国益に反する非合法団体と認定してのちまもな

く，活動はまったく停止するにし、たった。

それでは，以上のような活動経過を辿った SNSの参加者はし、かなる分子から成り，何

をそこに期待していたので、あろうか。 SNSの入会者は4万人を数えたといわれるが204三

SNSの研究者カノレットゥネンの著書から控訴jされるのは， フィンランド共産党がその有

力な支柱で、あり，同党は SNSをつうじて永年禁止せられてきたし、わば地上の活動を活発

化しつつあった2U5)ことである。ところで， SNSはすで、にみたように， フィンランドとソ

連の友好関係の確立を目的として掲庁ており，その活動の過程におし、て， 目的実現のため

の政府の交代を公然と要求するtこいたったのであるが，具棒的にはそれが何を意味したか

が問題であろう。 SNSの集会で「ソヴェト・フィンランド万歳J(Elakoon Neuvosto-

Suomi)の声が挙げられたとする警察側の主張は， 当時 SNSの真の温いを示すものとし

て喧長されたが，ヴィレニウスは， Iフィンランド・ソ連友好万歳J(Elakoon Suomen 

203) Karttune九 s.90.
204) Frietsch， s. 295.ただしカルツトゥネンは. 10月22B現在の入会霊長著者数として 35，154名を挙
げている(Karttunen，s. 53)。
205) Karttunen， s. 53. 
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ja Neuvostoliiton ystavyys) の叫びを誤解したものと主張してし、る 29630

しかし。前述の一連の SNSデモ事件の逮捕者にたいする警察の詰問調書は，興味深

L 、三，EEiーを提供している。向調書2めによ，JLば逮主掃播」者者‘の大司部;分を占める共産党!関渇係者の4

には. Iフィンランドはゾ連にならったソヴェト組織をもたねばならなLゴ 20め「フ f ンラ

ンドl工〔パルト三同と)1，-/1じような方i去で自治を享受するソヴェト共和思としてソ連に加

わるはずである悦)Jなどと語って iソヴェト・ブィンラン rJの実現が SNSの目的であ

ることを公黙と認める者が少なくないのであった。しかも， ソ連への合併が， Iフ fンラ

ンドは独立同としてやっていくことはできず，国民の大きな部分が遠からず強死するであ

ろう:lIOりという理由によって必要とされていることは，注目にあたL、する。なかんずく，

技師のトゥオマイネンなる人物が， SNSへの入会の勧誘をあるトラック運転手から受け

たとき後者が次のような説明をしたと証言Lているのは，特記にあたいしよう o I協会の

目的(土フィンランドの平和を守ること.つまりフィンランドが戦争に入らなL‘ような状態

をフ f ンラン 1:'にもf二らすことで、ある。・・・・・・・・・ブ f ンランドはこれをノりレト諸国と同じや

り)J'で，すなわちソ速にその一部分として加わることによって，達成しなLすればならな

L 、。 ドイツとソ速が諸小国を分割する条約を結び， フィンランドがソ連に加わるものと決

められたからには， フィンランド人がそれに抵長しようと試みることは無益であって，む

しろ.戦争に訴えることなしに平和的な手段でこれを達成するよう努力しな汁ればなら

ぬゎこの訂的でこそソ述は外から庄力をかげ SNSは同じ目的を実現するために内から

任追 LてL、るのであるJo1)、くてト ''lオマイネン，;t. r-フ fンランドは，巨大なソ連がひと
たびフィンランドの征服を企てたならば， 七ったく敵うま Lゴと考え， r-最上の策は，フ

ィンランドのソ連加入が流車の必要もなく平和な?りブjで行なわれるように，事を運ばせ

ることだJと結論して SNSに加わったのであった211)0 t).、上の証言はいずれも公安警察に

よる訊/J日調書に記載されているものである点、証三そのものとしても， また採録の状況に

HI1 Lても，慎主な取扱L、が必要であろうっ主たこれらの証言が SNSの参加者全体の傾向

などの程度反映しているかも問題であろう。 Liうき L. これらの証言がデその指導者もしく

はし うとも尖鋭な分 fとLて逮捕された人々によってなされたものであること， またこれ

らのglE~~-の I l~ には，当時打〉ブ f ンランド、が汗函i していた内外状況に照して興味深い発想が

合主ALていることは，無視しえないであろう c
ところで，以との検討の~~lから浮び tこってくるのは SNS がフィンランド共産党(以

ト¥ SKPと略記する)と具体的にいかなる関誌にあったか，と Lづ疑問であろう。この

206) Karttunen， s. 85. 

207) PoytakirJa， jonka allekirjoittanut valtiollisωρoliisen toimistopaallikko laati alempaa kerrotun 
asian johdosta toimitetuissa kuulusteluissa valtiollisessaρoliisissa Helsingissa heinakuun 30 ja 

e/okuun 6ρaivi仰 1valisena ai向n9.1940 Cf J己署名の公安警察署長が 1940年 7月30f3より 8)J 
6 Uの間，ヘルンシキ公安雪察署におし、て下記の事件に演して行なった試問の際にとった記録〕

(Valtionarkisto (国立文書館JHelsinkiL 以下 Pめtakirjaと聖書称a
208) Irja Nierni， Poytakirja. 

209) U. A. Laurikainen， Poytakirja. 
210) P. V. Heikkanen， Poytakirja. 
211) Qtto Tuomainen， Poyta走irja.
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点については，完 SKP党員ランタネン S.Hj. Rantanenの回顧録212)が重要な証言を提

出しているので，それをここに紹介する。ランタネンの回顧録によれぽ， フィ γラγ ド間

内の SKP指導者は冬戦争後モスクワに召喚され， クーシネン政権の敗退の原因の説明を

求められた。いったい，冬戦争にたし、するフィンランド田氏，とくに労識者階級一般の態

度は， クーシネン政権のみならず国内 SKP指導者をも驚ろかしたのであった。しかし当

時 SKPは訴練された指揮者をもち，党組織も強固なはずであった。結昂クーシネン政権

の失敗の東西は， r平和的な人民戦線時代が大衆を打撃の準備から遠ざけ， かれらを議会
主義の夢にひたらせ，戦争意欲が低下し，街頭デモへの行動意欲やストライキ準舗が立ち

おくれた213)Jことに求められた。クーシネンやクーシネン政権内相レへー γの指導下に行

なわれたこの会合では， 結島， 右能な司令部の形成が緊急の課題とされ. 政治組織とは

別の戦闘部数の編成がもくろまれるにし、たった。まず， SKPの政治部門の活動は，合法

組織である SNSに集中された。各職場の SKPの細抱組織は SNSの会員獲得キャ γペ

インに動員され，労働者達は SNSの組織をつうじて SKPの指導下におかれた。 SNS

の「管制高地」は経験を積んだ SKP活動家によって握られ. SNSの大衆集会は，へル

シンキでは 2，000名， トウノレクでは 1，500名にのぼる蜂起組織の言H錬の場に供された214h

一方軍事組織は，国内戦争の準備に狂奔した。武器の入手が努力され，首都ヘルシンキで

は通常型や吉働型の拳銃が入手され， またトクノレクでは 1918年当時の赤詣回参加者から

i自型の小銃が蜂起予定者に渡されたc また軍隊内部とも連絡がとられ，軍事地図，公文書，

軍服などが盗み出されたので、あった215h

SNSのメンバーが，たんにソ連との友好関係確立を希望する者， [f'自由の言葉』誌に近

L 、社会民主党左派分子を含んでいたことは事実であるにしても 216¥ SNSと SKPの組織

上のつながりは，以上の諸証言から動かないところである。そこで次に問題となるのは，

このような SNSの活動がソ連の対フィンランド政策とどのような関係に立っていたのか

ということであろう。この点を直接物語る史料をわれわれはまったく欠いており，その解

明は今後に会たなければならなし、。ただ， ソ連が， フィンランドとの文化交涜や相互理解

増進の足がかりとしては SNSだけを相手とする態度を示Lていた217)こと， および第1

章において見たような公然たる外交的掩護射撃が， ソ連側から行なわれていたことだけは

指掃できる O

結語

f冬戦争jの終結から「継続戦争」にいたる時期のフィ γ ランドの対外政策は，自国の

212) S. Hj. Rantanen， Kuljin SKP:n tieta (忍は SKPの道を歩んだJ(Helsinki: Otava， 1958)。
なお，ラシタネシおよび本書に関しては，小稿庁冬戦争iにいたるソ連・フィ γ ラγ ド槙係に関
する槙足的ノートJ( If'スラヴ研究~ 15号)参黙。

213) Rantanen， S8. 95-96. 
214) Rantanen， S8， 97-98‘ 
215) lbi・d.，ss. 98-99. 
216) Frietsch， op. cit.， s. 255. 
217)たとえば，ソ連との文化交流や相互理解の増進を目的とした文化人の団体がフィンランド政府に

よって組織されたが，ソ連都立これをまったく無視していた (Karttunen，op. cit.， s. 111)。
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安全保障を西北国境方面での勢力圏強化のかたちで追求するソ連による圧力の前に，その

独立を擁護するにあたって，デIJ強紛争の渦外での中立努力の控訴から，渦中での強国間の

パランス政策へと移行していったといえるであろうのそのコースは， フィンランドが無為

のうちにドイツの対ソ戦争計画に乗ってL、く結果をもたらしたので、あり，さらに，その延

長線土においては，民主的ではあったが， これまた自{動的にドイツへの依存を深めてソ連

との泥沼の戦争に入りこんでいくこととなったのである。しかし，このフィンランド政府

の対外政策路線にたいする批判者は， クロスピーが提起する次の疑問に答えなけれiまなら

ないであろう o すなわち， クロスピーによれば，独ソ戦争開始の際にフィンランドが局外

中立を工作することは，対ソ戦争に同国を利用する決意の屈いドイツのゆえに不可能であ

ったのことに戦争遂行上不可欠であるニッケル資源の確保に執念を燃やすドイツ ~ì，かり

にフ f ンランドがソ連の了解をとりつけて J号外中立を試みたとしても， I軍11亮作戦」の発

動によってベッツァモ地区を占領Lたで、あろうことは確実であり，それはまた必ず、ソ連軍

のフィンランドにたL、ずる対抗進駐をまねき， フィンランドは戦火の巷と化したであろ

う。またそれ以前の問題としてドイツのフィンランド国内通過権の承認をとりあげると

すれば， この問題のそもそもの普景としてのソ連の対フィンランド政策を問題としなけれ

ばならなレ， と21め。

当時の駐ソ・フィンランド公使パーシキヴリえフィンランド政府の政策を，その回顧

録におL、て冬戦争Jこっく、、 f再度の明白な過誤」として批判 Lているが，それi土，決

[てかれの提出するオーバタナテ fヴ=ソ連との交渉による局タト中立努力の効果について

かAtが来観を抱L、ていたことを怠味 LなL、。むしろノミーシキヴィは. ドイツの関係からそ

れが耐難であったことを認めていた。しかもなお，かれがオーノレタナティヴをとるべきだ

と考えていた根拠は. I何よりも， まことに小田が忘れてならないことは，事を成行きに

まかせて軍事的解決に至らしめる以前に， まず以て， 外交的手段を最後まで用いるべき

だ. ということである 219むからであったのパーシキヴィは，国民の間の主権擁護のナショ

ナリズムに支えられたフィンランド政府の対ソ政策に心情的な共感すら寄せながらも，国

際政治における強同支配の現実の認識に基づいて，たとえ主権擁護の観点から辻毘辱と映

んうとも，究極的な独立と安全確誌のために外交手段をつくさなければならない，と考え

てL、たのであった。

ブ fンランド政府の対ソ政策にたし、する E自由の;言葉J誌メンバーや「フィンランド・

ソ連友好協会」の批判的活動について見るならば，その大きな背景として，第二次大戦勃

発後の毘諜環境の変化や. I冬戦争jによって受けた人的物的被害，さらにはそスクワ講和

の結果としての領土喪失やカレリア地峡からの引揚者の存在などがもたらしたフィンラン

ドの経済状態の悪化. さらにそれに芹う社会的な不満の増大の事実を見逃すことはできな

いであろう。ある程度，園内戦争の生じた 1918年当時の記憶をすら喚起させるような雰

囲気220)の中で， 左翼的な運動が影響力を強め，内政の上で:"!..政府が続行する言論統説

218) Krosby， Suωnen valinta， ss. 23， 232-237. 
219) Paasikivi， Tounintani， II， 221. 

220)前頁参照。
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や 1930年以来の共産党非合法化状態にたいして批判が吹き上り，また外政上においては，

f社会主義国ソ連j との友好が要求されたので、あった。両クツレープの活動を充分に解明す

るだけの材料を筆者は欠いているが，以上の考察からもさしあたり注目されるのは，これ

らの運動参加者が抱いていたソ連観であろう。『岳由の言葉』グループのメンバーのよう

に民主化されたソ連と独立フィンランドの連携を構想するにせよ 221九あるいは SNSの中

のかなりのメンバーのようにソ連邦の梓の中でのフィ γ ランドの発展を望むにせよ，いず

れにも共通してみられることは.第一に，第二次大戦中より将来の国際関係のあり方を展

望する中で， 1"小国」としてのフィンランドの存在の仕方を構想している点であり，第二

には， ソ連の内外政にたいして，理想主義的な期待をかけている点であろう。

本稿全体をつうじて，粗策ながら， 1"継続戦争」ないし「独ソ戦争J前史におけるフィ

ンラ γ ド側諸勢力の対ソ態震の輪郭を浮び上らすことができたかと考えるが，これらの諸

態度の真の評価は，同じ時期のソ連のフィンランドないし同国国境西側周辺諸国一般にた

L 、する政策の解明のうえに立って，はじめて可能であろう O

〔附記〕本稿は昭和46年度文部省科学研究費による研究成果の一部である。

221) ヴィークは第二次大戦は結烏は独ソ再独裁主義留の対決となるであろうこと，およびナチ・ドイツ

と異なりソ連の政治体制は将来民主化される可能性をもつことを確信していた (Hodgson，oム cit.，

p. 185)。

補註〉社会民主党左派のこのグループには， 次のような人々が含まれていた。 ヴィーグ Kar1Wiik， 
ヘロ JohanHelo，ライサネ γYrjδ Raisanen，アンプヤ MikkoAmpuja，スγドストロム Cay

Sundstrom，リュードベリ豆.-M. Rydberg. 
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Finland's Relations with the Soviet Union 1940・1941

Hiroshi孔10MOSE

The origin of the “Continuation War" fought by Finland against the Soviet Union 

between 1941 and 1944 is the subject of discussion. The writer has spent a fair1y 

long time on research of Finland's relations with the Soviet Union in the period 

coming down to the Second羽Tor1d War. The purpose of the study is not only to 

reorganize the course of historical events， but also to examine di缶cultpro blems 

which political leaders of a small state had to cope with in an era of power politics. 

The present essay is a supplementa巧rwork to the same writer's A DilうlomaticHistory 

01 Eastern and Northern Eurojうe:A Study 01 the Soviet-Finnish Relations (Tokyo: 

Fukumura Shuppan Co. Ltd.， 1970)， a monograph， which deals with the background 

to the羽TinterWar. The writer五rst refers to controversies developed by various 

historians in Finland and abroad， and then comes to draw an outline of the political 

development leading to the outbreak of the Continuation War. In五rstthree chapters 

the writer describes how Finland was compelled to give up hope for an orientatIon 

toward Northern neutrality， how the German demands for military transit were met by 

Finnish leaders who expected that the existence of German troops in the Finnish 

territory would protect independence of their country， and how Finland was involved 

in Hitler's war against the Soviet Union. The fol1owing two chapters are devoted to 

analysis of the views of Paasikivi， who had been critical of the foreign policies of 

the Finnish government， and also to description of the activities of the “Va paa Sana" 

group and the SNS. 
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